
金融庁が実施した政策評価についての審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 
 
 金融庁「平成 14 年度実績評価書」における計 27 件の政策評価 

 

２ 審査の考え方と点検の項目 

（目標の設定状況） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を測定し

て目標の達成度合いについて評価していく方式であるので、当該目標に関して達成す

べき水準を明確にするとともに、その水準をいつまでに達成しようとするのかをあら

かじめ定めておく必要がある。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である（注）。 

① 目標に関し達成すべき水準が数値化されているなど具体的に特定されているかど

うか。 

② 目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期（基準年次）及び目標を達成し

ようとする時期（達成年次）が設定されているかどうか。 

 
（注）目標に関し達成すべき水準が数値化されていないものの中には、目標値の設定が容易ではない
ものもあり得るが、その点について精査を行ったものではない。 

 

 （目標の達成度合いの判定方法） 

実績評価方式は、目標の達成度合いについて評価することが基本である。目標の達

成度合いについての判定の結果については、国民への説明責任の観点から、明確な判

定基準に基づき整理されることが望ましい。目標に対する実績が数値により測定可能

なものとなっていれば、目標の達成度合いは明らかであることから、その水準をどの

ように評価するかについての判定基準が明示されていれば、達成度合いを客観的に評

価することが可能となる。 

しかしながら、目標の達成度合いを数値で表せず、達成度合いの判定基準を明確に

示すことが困難である場合においては、目標の達成度合いをどのように判定している

かについて説明することが求められる。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 目標の達成度合いについての判定基準を定量的に示すなど具体的で明確になって

いるかどうか。 



② 目標の達成度合いが数値等で表されていないものについて、達成度合いについて

の判定の結果を「目標が達成できた」、「目標達成にもう一歩であった」などパター

ン化した表現等により分かりやすく整理しているかどうか。 

 

３ 審査の結果 

 実績評価方式を用いた評価は、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定

し、目標に対する実績を定期的･継続的に測定するとともに、その達成度合いについて評

価を行うことが基本となっている。 

27 政策についての実績評価の結果をみると、ほとんどのものは、目標の達成に向けて

成果が上がっているとされ、引き続き継続して取り組むべきものとされている。 

なお、評価の結果の取りまとめに当たっては、その内容が国民にわかりやすいものと

なるよう、目標の達成に向けて成果が発現しているかどうか、また取組の見直しや改善

の必要があるかどうかなどをできる限り類型化された文言で表す試みが行われている。 
 

これら 27 件についての審査結果は、以下のとおりである（詳細は、別添１「政策評価

審査表（実績評価関係）」参照）。 
 

【審査結果整理表】 
 

目標の設定状況 

目標期間の 
設定の有無 

政策 
番号 

政    策 目標値等の
設定の有無 基準

年次
達成 
年次 

目標の達成度
合いの判定方
法（判定基準
の定量化等）

１ 安定的で活力ある金融システムの構築 

 （１）金融システムの安定化 

  1-1 不良債権処理の着実な実施 ○ ○ ○ －  

  1-2 金融機関の健全性確保に向けた適切な対応 ○ ○ ○ －  

  1-3 決済機能のセーフティネットの整備 ○ ○ ○ －  

  1-4 金融再生法と預金保険法の適切な運用 － － － －  

  1-5 ペイオフ解禁への適切な対応 － － － －  

  1-6 厳正で実効性のある検査の実施 ○ ○ ○ －  

  1-7 保険をめぐる諸問題への適切な対応 ○ ○ ○ －  

 （２）金融システムの活性化―証券市場の構造改革― 

  1-8 市場ルール・インフラの整備等 ○ ○ ○ －  

  1-9 
証券市場等における投資家の保護及び取引

の公正性の確保 
○ ○ ○ －  

  1-10 投資知識の普及・情報の提供 － － － －  

 （３）金融システムの展望 

  1-11 「中期ビジョン」のとりまとめ ○ ○ ○ －  

２ 時代をリードする金融インフラの整備 

  2-1 証券決済システムの改革 ○ ○ ○ －  



目標の設定状況 
目標期間の 
設定の有無 

政策 
番号 

政    策 目標値等の
設定の有無 基準

年次
達成 
年次 

目標の達成度
合いの判定方
法（判定基準
の定量化等）

  2-2 
証券取引法に基づく企業内容等のディスク

ロージャーの充実 
○ ○ ○ －  

  2-3 会計基準の整備・改善 － － － －  

  2-4 公認会計士監査制度の整備・改善 ○ ○ ○ －  

３ 利用者保護に配慮した金融ルールの整備と適切な運用 

  3-1 金融分野における個人情報の保護 － － － －  

  3-2 預金者、保険契約者、投資者等の保護 ○ ○ ○ －  

４ 明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の徹底 

  4-1 透明・公正なルールの整備 － － － －  

  4-2 金融行政にかかる広報の充実 － － － －  

  4-3 検査マニュアルの整備・公表 ○ ○ ○ －  

  4-4 効率的で有効性の高い監督行政の実施 － － － －  

５ 金融行政の専門性・先見性の向上と体制の整備 

  5-1 職員に対する専門的研修の実施 ○ ○ ○ －  

  5-2 
行政実務に則した専門性の高い調査研究の

実施 
－ － － －  

  5-3 電子政府実現に向けた行政情報化の推進 ○ ○ ○ －  

６ 外国金融当局との連携強化と国際的なルール策定への積極的な貢献等 

  6-1 
マネー・ローンダリング及びテロ資金対策

の強化 
－ － － －  

  6-2 
国際的な金融監督基準及び金融サービス貿

易のルール策定への積極的な貢献 
－ － － －  

  6-3 
新興市場国の金融当局に対する技術支援

及び我が国との連携強化 
－ － － －  

合    計（27 政策） ○＝15 
○＝ 
15 

○＝ 
15 

－ 

総
括
記
述 

目標の達成に向けての進ちょく状況をみると、27 政策のうち、15 政策については、目標
に関し達成すべき水準が数値化されているもの（６政策）又は「法律の成立、施行」、「マ
ニュアルの作成、改定」等の達成すべき水準が具体的に特定されているもの（９政策）で
あり、達成すべき水準に対する実績の推移又は法律の成立、施行等の状況から目標の達成
に向けた進ちょく状況等が分かるようになっている。また、これら 15 施策については、目
標期間も明らかにされている。 
一方、残りの 12 政策については、達成しようとする水準が具体的に特定されていないた
め、経年的な指標の推移を把握したり、関連する状況を定性的に把握したりすることによ
り、目標の進ちょく状況を明らかにしようとしている。 
実績評価方式を用いた評価は、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定し、
目標に対する実績を定期的・継続的に測定するとともに、その達成度合いについて評価を
行うことが基本となっている。このため、達成しようとする水準が具体的に特定されてい
ない政策については、いつまでにどの水準まで目標を達成しようとするものであるのか、
政策の特性を勘案しつつ、できる限り具体的に特定していくことが望まれる。 

（注）１ 「目標値等の設定の有無」欄には、目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定
性的であっても目標に関し達成しようとする水準が具体的に特定されている場合には「○」を記
入し、いずれにも該当しない場合には「－」を記入している。 



２ 「目標期間の設定の有無」欄には、目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期が設定さ 
れている場合には「基準年次」欄に「○」を、目標を達成しようとする時期が設定されている場 
合には「達成年次」欄に「○」を記入し、それらが設定されていない場合には当該欄に「－」を 
記入している。 
３ 「目標の達成度合いの判定方法（判定基準の定量化等）」の欄には、目標の達成度合いについ
ての判定基準が定量化されているか、又は、具体的で明確なものとして示されている場合には「○」
を記入し、示されていない場合には「－」を記入している。 

 
 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた横断的又は共通的な課題等の整理・分析については、今

年度末を目途に別途取りまとめる予定である。



  

【別添１】 

 政策評価審査表（実績評価関係）                          

（説 明） 

本表は、公表された金融庁の「平成 14 年度実績評価書」を基に総務省の責任において整理したものである。 

各欄の記載事項については以下のとおりである。 

 

欄   名 記          載          事          項 

「政策番号」欄 評価の対象とされた政策ごとに番号を付した。なお、番号は、金融庁の｢平成 14 年度実績評価書｣において使用している政策番号を記入した。 

「政策」欄 評価の対象とされた政策の名称を記入した。 

「達成すべき目標」欄 あらかじめ政策効果に着目して設定された「政策の目標」を記入した。 

「目標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｃ」（＝outCome ）はアウトカム、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプットをそれぞれ示す。 

「測定指標」欄 「達成すべき目標」に対する実績を定期的・継続的に測定するため使用する指標を記入した。 

 なお、金融庁においては、政策の達成度合いを測定する事項を「業績指標」として設定し、政策の目標に対する実績を測定するための具体的

な指標を「測定指標」として設定しているが、「測定指標」は評価書に明確には記載されていないため、金融庁に確認の上、記入した。 

「指標分類」欄 

 

別添の「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｐ」、「ＣＭ」、「ＣＩ」のいずれか該当するも

のを記載している。 

なお、「ＣＭ」（＝outCome Measurable）はアウトカムで定量的な指標、「ＣＩ」（＝outCome Immeasurable）はアウトカムで定性的な指標、「Ｐ」

（＝outPut）はアウトプット指標をそれぞれ示す。 

「目標値」欄 「達成すべき目標」についての目標とする値、水準等を記入した。 

「目標期間」欄 「達成年次」には、政策を実施することにより達成すべき目標を達成しようとする年次を、また、「基準年次」には、目標の達成度合いを把握

するための基準となる年次を記入した。  

「測定結果等」欄 測定結果等を記入した。 

「評価の結果」欄 金融庁における評価の結果、評価の結果に基づく今後の課題及び端的な結論を記入した。 

なお、端的な結論とは、金融庁の｢平成 14 年度実績評価書｣で使用している用語で、評価が国民に分かりやすいものとなるよう、取組みの成

果が上がっているかどうか及び今後の取組み方針について簡潔に整理したものである。 

「政策手段」欄 達成すべき目標を実現するために具体的に講じる手段が記載されている場合、その内容を記入した。 

 



  

アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方(総務省行政評価局) 
 
 各府省の実績評価方式を用いた評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考え方に沿って指標を 
分類した案を各府省に提示した。各府省がこの分類案と異なる分類の考え方を採っている場合には、当該府省の考え方を以下に別記として整理している。 
 

記 
 

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第３条第１項において、政策効果は「政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民 
生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」がアウトカムに当たる。 
 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及
ぼされる何らかの変化や影響 

 

（例）  〇行政サービスに対する満足度、〇講習会の受講による知識の向上、技能の向上 
〇搬送された患者の救命率、〇開発途上国における教育水準(識字率、就学率) 

    〇農産物の生産量、〇大気、水質、地質の汚染度 
    〇ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、不法投棄件数 

〇株式売買高の推移、〇育児休業取得率 
〇就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの （例）  〇事業の実施件数、〇会議の開催数 
〇偽造防止技術の研究件数、〇環境基準の設定 
〇検査件数、〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービスの量 （例）  〇講習会、展示会等の開催回数、〇標準事務処理期間の遵守状況 
〇電算機の稼働率、〇助成金の支給件数・支給金額 
〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービスの利用
の結果 

（例）  〇講習会、展示会等の参加者数、〇ホームページ等へのアクセス件数 
〇論文の被引用数、〇共同利用施設の利用者数 
〇放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数、〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 
〇相談件数、〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結果であり
直接国民生活や社会経済に及ぼす影響でないもの 

（例）  〇機構・定員等の審査結果、〇一般会計予算の主要経費構成比 
    〇法令等審査件数、〇恩給請求書を3か月以内に総務省に進達した割合  

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現象や事態
を表す指標であるが、それ自体は直接国民生活や社
会経済に及ぼす影響を表すものではないもの 

（例）  〇各種研究開発の特許取得件数、〇マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数 
〇新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 

 

 



  

（別記）金融庁におけるアウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方 

 

金融庁では、総務省行政評価局の分類において、アウトプット指標として分類されているものの一部について、以下の考え方によりアウトカム指標に分類してい

る。 

 

 

○ アウトプット指標分類③（行政活動により提供されたモノやサービスの利

用の結果）に該当するとされた指標のうち、次のいずれかに該当するもの 

（１） 金融商品や金融取引等についての情報に国民がアクセスしたことによ

り、その情報を投資等に利用しているという成果を表すもの 

 

 

 

 

 

（２） 金融庁の監督行政の対象である貸金業者の業務運営の適切性の度合い

を表すもの 

（例） 

 

（１）・ 金融庁ホームページ（金融サービス利用者コーナー）へのアクセス

件数 

・ 金融庁ホームページ（金融審議会関連ページ）へのアクセス件数 

・ 金融庁ホームページ（新しい預金保険制度について）へのアクセス

件数 

・ 情報公開サーバーへのアクセス件数 

・ 新着情報メール配信サービス登録件数 

（２） 貸金業者に対する監督部局への苦情の状況 

 

 



 

 

 

 達成すべき目標の実績を測定する指標の設定状況＜総括表＞ 

 
 
達成すべき目標についてその実績を測定するため、事前に指標を設定しておく必要がある。また、指標は、できる限りアウトカムに着目した定量的なものであ
ることが望ましい。 
金融庁が設定した指標の特徴をみると、目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている指標が設定されているものの、その割合は低調となっている。  
 

【表 金融庁における指標の設定状況とその性質】 

目標に関し達成しようとする水準が数値化等

されている指標数○○○○○○○○○○○○ 
目標に関し達成しようとする水準が数値化等されていない指標数 

評価書 指標名 指標数 
 

アウトカム アウトプット  アウトカム定量 アウトカム定性 アウトプット 

平成 14 年度実績

評価書 

測定指標 

（構成比） 

118 

(100%) 

26 

(22.0%) 

4 

(3.4%) 

22 

(18.6%) 

92 

(78.0%) 

32 

(27.1%) 

8 

(6.8%) 

52 

(44.1%) 

平成 13 年度実績

評価書 

測定指標 

（構成比） 

112 

(100%) 

18 

(16.1%) 

1 

(0.9%) 

17 

(15.2%) 

94 

(83.9%) 

26 

(23.2%) 

3 

(2.7%) 

65 

(58.0%) 

 
（注）１ 「目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている指標数」欄は、目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的であっても目標が達成される水

準が具体的に特定されているものを計上した。 
２ アウトカム指標とアウトプット指標の区分については、①当省において一定の考え方で分類整理したものを金融庁に示し、②それに対し、金融庁において分類整理につ
いて別の考え方がある場合にはその考え方の提示を受けるとともに、金融庁による分類整理の結果を計上した。 
  詳細は、「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方」参照 
３ 構成比は、小数点第二位を四捨五入した。 

 

 



基準年次 達成年次

（対14年
３月期)

15年３月
（対14年
３月期)

(▲7.9兆円) 20.2兆円 (▲6.5兆円)

15年3月期

7.2％

ＣＭ 　現状の半
分程度に低
下

平成14年
３月期

平成16年
度末

ＣＭ － － －

ＣＭ － － －

－ － －

－－

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

ＣＭ

ＣＭ －

　新規発生
の債権を原
則１年以内
に５割、２
年以内にそ
の大宗（８
割目途)を
処理

ＣＭ －

政策評価審査表（実績評価関係)

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

ＣＭ 　新規債
権発生か
ら１年後
及び２年
後

　不良債権の最終処理
の進捗状況についてヒ
アリングを実施
　「金融再生プログラ
ム｣の実施
　「リレーションシッ
プバンキングの機能強
化に関するアクション
プログラム」の実施

（評価の概要）
①不良債権の状況の改善は、債務者の業況悪
化に伴う新規発生等の一方で、オフバランス
化が進展したこと等によるもの
②主要行の破綻懸念先以下債権の処理状況を
見ると、目標に沿ったオフバランス化が進め
られている。これにより金融再生法開示債権
でみる主要行の不良債権比率等が低下してお
り、不良債権処理が進捗している。
③金融機関の不良債権の迅速なオフバランス
化の確実な実現を図るためにＲＣＣの機能が
活用されている。
（今後の課題）
　デフレの継続等、厳しい経済環境が続いて
いるが、日本の金融システムと金融行政に対
する信頼を回復し、世界から評価される金融
市場を作るために、主要行の不良債権問題を
正常化させる必要がある。このため、金融再
生プログラムに盛り込まれた措置を着実に実
行するとともに、ＲＣＣの機能の一層の活用
や、産業再生機構との連携など、企業再生に
向けた取組みを推し進める必要がある。な
お、中小・地域金融機関の不良債権問題につ
いては、リレーションシップバンキングの機
能強化に関するアクションプログラムを着実
に実施するなかで、中小企業の再生と地域経
済の活性化を図り、不良債権問題も同時に解
決していく必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている。
デフレの継続等、厳しい経済環境の下で、今
後、金融再生プログラムに盛り込まれた措置
を着実に実行する等の対応が必要

主要行

　平成14年下期には、不良債権比率が0.9％低
下

　平成15年３月にバルクセールを行い2,638億
円を売却。同年６月に1,942億円をＳＰＣ（特
定目的会社)に売却

　平成14年11月に取り扱いを開始してから、
15年６月末までで175件

　平成14年７月から平成15年６月末までの間
の不良債権の買い取り実績は１兆9,690億円
（元本ベース)と金融再生法改正前の約５倍の
ペースに拡大

全国銀行

○

○

○

15年３月

35.3兆円

8.4％

14年３月期

1-1 　不良債権
処理の着実
な実施

〔業績指標〕
　各種施策の実施
状況等

〔測定指標〕

　主要行の不良債
権比率

　金融再生法開示
債権残高

　主要行の破綻懸
念先以下債権の処
理状況

　ＲＣＣによる不
良債権売却実績

　金融システムの
健全化に向けて、
不良債権処理を引
き続き着実に実施
するため、平成14
年４月に公表した
「より強固な金融
システムの構築に
向けた施策」等を
踏まえ、市場規律
と厳格な資産査定
の下、信託を含む
ＲＣＣ(㈱整理回
収機構)の機能の
積極的な活用を図
りつつ、不良債権
の最終処理を具体
的目標（原則１年
以内に５割、２年
以内に８割目処）
に沿って確実に進
めるための所要の
措置を講ずる。

Ｃ

　新規債
権発生時

－ －　金融再生法開示
債権でみる主要行
の不良債権比率

「中小企業再生型
信託スキーム｣の
利用実績

　ＲＣＣ(㈱整理
回収機構)による
不良債権買取実績

 

主要行の破綻懸念先以下債権の状況（兆円、％） 

12年

９月期

13年

３月期

13年

９月期 

14年 

３月期 

14年

９月期

15年

３月期

12.7 8.3 

(▲34.9%)

6.6 

(▲48.1%) 

4.7 

(▲63.3%)

3.4 

(▲73.4%)

1.2 

(▲90.8%)

 3.4 
(新規発生)

2.6 

(▲24.0%) 

1.9 

(▲45.3%)

1.2 

(▲63.6%)

0.6 

(▲82.1%)

 
  

3.0 
(新規発生) 

2.0 

(▲33.5%)

1.5 

(▲51.6%)

0.8 

(▲74.7%)

 
    

6.9 
(新規発生)

4.3 

(▲38.5%)

2.1 

(▲69.5%)

 
      

2.0 
(新規発生)

1.0 

(▲48.4%)



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

1-2

Ｐ － － －

Ｐ － － －

ＣＭ － － －

ＣＭ 　各金融機
関の資本増
強計画に基
づく遂行

各金融機
関毎に規
定

各金融機
関毎に規
定

ＣＭ 　各金融機
関の経営健
全化計画に
基づく遂行

各金融機
関毎に規
定

各金融機
関毎に規
定

○

○

Ｐ 　法律の成
立・施行

平成14
事務年度

平成14
事務年度

〔測定指標〕

　金融機関の組織
再編の促進施策

　資本増強を受け
た金融機関の経営
の健全化の状況

　金融機関の健全
性の回復状況

　経営基盤強化計
画の認定実績

　経営健全化計画
のフォローアップ

　早期是正措置等
の発動実績

○

○

○

　経営健全化計画の履行状況については、平
成14年３月期については同年７月31日に、平
成14年９月期については同年12月25日に公表
　また、中小企業向け貸出に関し、貸出目標
の達成に向けた具体的方策を盛り込んだ業務
改善計画の提出を内容とする業務改善命令を
平成14年３月期に２件、平成14年９月期に１
件発出

　平成15年１月１日に「金融機関等組織再編
成の促進に関する特別措置法｣施行後、現在ま
での間に１件

　平成14年７月から平成15年６月末までに、
①銀行等：２件、②信用金庫：１件、③労働
金庫：０件、④信用組合：２件、⑤系統金融
機関：０件、⑥証券会社：１件、⑦保険会
社：０件

　金融機関
の健全性確
保に向けた
適切な対応

　金融機関の健全
性の確保を通じ
て、揺るぎない金
融システム等の構
築及び預金者等の
保護等を図るた
め、適時・適切な
早期是正措置の発
動等を行う。
　また、公的資金
による資本注入を
受けた銀行につい
て経営健全化計画
のフォローアップ
を行う。
　さらに、主とし
て地域金融機関を
念頭において、収
益性・健全性の更
なる強化等を図る
ための有効な手段
である合併等を円
滑化する施策を早
急に取りまとめ
る。

　早期是正措置等の発
動
　経営健全化計画の
フォローアップ
　「金融機関等の組織
再編成の促進に関する
特別措置法｣の施行

　早期是正措置の対象となった金融機関は、
資本増強計画の提出及び実行、配当及び役員
賞与の抑制等の経営改善を行い、健全性を回
復

　「金融機関等の組織再編成の促進に関する
特別措置法」（平成14年12月11日成立、平成
15年1月施行）

　経営健全化計画の履行状況を公表するこ
とにより自己規正が図られている。
　報告徴求、業務改善命令等を受けて、金
融機関においては、収益改善に向けた措置
を策定・実施

（評価の概要）
①早期是正措置の対象となった金融機関は、
命令に基づき、資本増強計画の提出及び実
行、配当及び役員賞与の抑制等の経営改善を
行い、健全性を回復した。また、早期警戒制
度は導入されてから間もない制度だが、その
制度の趣旨については各金融機関に十分浸透
しており、早期是正措置の対象とならない健
全な金融機関に対しても、早め早めに経営改
善を行うインセンティブを与え、健全化に向
けた自主的努力が促されている。
②金融機能の早期健全化のための緊急措置に
関する法律（平成10年法律第143号）に基づ
き資本増強が行われた金融機関の経営健全化
計画の履行状況については、半期毎に公表し
ており、パブリック・プレッシャーによる自
己規正が図られている。また、計画未達の金
融機関について、報告の徴求、業務改善命令
といった監督上の措置が講じられている。報
告徴求においては、収益等が計画を下回った
ことを踏まえて、更なるリストラ策や利益の
社外流出の抑制策などの代替措置を求め、こ
れを受けた金融機関においては、収益改善に
向けた措置を策定・実施している。こうした
枠組みの下で、資本増強を受けた金融機関の
経営健全化が促されている。
③経営基盤強化計画では、合併等により、収
益基盤と営業基盤をより強固なものとするこ
とを求めており、今後の計画の履行によっ
て、その経営基盤の更なる強化や業務の健全
化、効率化が図られ、収益力の相当の向上が
見込まれるものとなっている。
（今後の課題）
　現在の厳しい経済環境に加え、流動性預金
を除く預金等全額保護の特例措置の終了もあ
り、金融機関の経営のより一層の健全性の確
保に向けて、行政面における取組みの充実に
引き続き努める必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果は上がっている
が、現在の厳しい経済環境に加え、流動性預
金を除く預金等全額保護の特例措置の終了も
あることから、金融機関の経営のより一層の
健全性の確保に向けた対応を行う必要があ
る。

〔業績指標〕
　早期是正措置等
の発動状況等

Ｃ



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ 　改革案の
取りまとめ

平成14
事務年度

平成14
事務年度

○

○

Ｐ 　法律の改
正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

1-4

Ｐ － － －

Ｐ － － －

ＣＭ － － － ○

○

ＣＩ － － －

〔測定指標〕

　法律の改正状況

　改革案の取りま
とめ状況

　資本増強の対象
となった金融機関
の状況等

　預金者等の保護
の状況

　破綻処理の実施
状況

　預金保険法に基
づく管理を命ずる
処分の実施件数

〔測定指標〕

　預金保険法に基づく
管理を命ずる処分
　破綻金融機関につい
ての営業譲渡等
　名寄せに必要な預金
者データの正確性の確
保
　株式会社りそな銀行
に対する資本増強等

（評価の概要）
①破綻金融機関の処理については、預金等全
額保護の下、金融再生法及び預金保険法の目
的に則した処理が行われ、破綻処理に伴う混
乱は最小限に止められたものと考えられる。
また、今後の預金等定額保護下での破綻処理
に備え、迅速・円滑な破綻処理のために適切
な措置がなされていると考える。
②資本増強の間、りそな銀行の店頭において
は、通常通りの業務が行われ、インターバン
ク市場等においても安定的に各種の金融取引
が行われており、この資本増強により、我が
国又は同行が業務を行っている地域におい
て、信用秩序の維持に極めて重大な支障が生
じることを未然に防止することができた。
（今後の課題）
①金融機関の破綻処理等に関しては、これま
でも迅速・円滑な営業譲渡等を行っている
が、預金等定額保護下では引き続き破綻処理

　金融再生
法と預金保
険法の適切
な運用

　金融機能の安定
及びその再生並び
に預金者等の保護
等を図るため、金
融再生法及び預金
保険法に基づく金
融機関の破綻処理
等を行う。

Ｃ

　決済機能の安定確保
のための方策について
の検討
　「預金保険法及び金
融機関等の更生手続の
特例等に関する法律の
一部を改正する法律｣
の整備

○

○

○

○

　店頭では通常どおりの業務が行われ、イン
ターバンク市場等においても安定的に各種金
融取引が行われた。

（評価の概要）
①法律改正により、金融機関破綻時において
も各経済主体が金融機関を利用した決済を円
滑・確実に完了することを可能とする制度が
整い、決済機能の安定に寄与するものと考え
る。
②当座・普通・別段預金を平成17年３月まで
全額保護したことで、不良債権処理が加速化
されている中においても預金動向は安定的に
推移し、金融システムの安定にも寄与してい
ると考える。
（今後の課題）
　平成15年４月より「預金保険法及び金融機
関等の更生手続の特例等に関する法律の一部
を改正する法律｣が施行されたことから、当
座預金・普通預金・別段預金が平成17年３月
末まで引き続き全額保護されることとなった
ことと併せ、17年４月以降は決済用預金が全
額保護されることについても、今後、預金者
に対する周知を行っていく必要がある。ま
た、金融機関等からの制度に関する照会等へ
の対応など、預金保険機構とも連携しつつ、
引き続き、制度の円滑な定着を図っていく必
要がある。
（端的な結論）
　政策達成に向けて成果が上がっているが、
引き続き、預金者への周知と制度の円滑な定
着に取り組む必要がある。

○

○

　平成14年９月、金融審議会答申「決済機
能の安定確保のための方策について｣を取り
まとめ
　平成14年10月、「金融担当大臣談話－ペ
イオフ問題について－｣を発表

　２銀行について、承継銀行制度を初活用
し、預金等を全額保護
　５信用組合中、４信用組合について、受
け皿となる新設組合の経営の透明性確保を
踏まえて事業譲渡をした結果、金融再生法
に基づく破綻処理が全て終了

　「預金保険法及び金融機関等の更生手続の
特例等に関する法律の一部を改正する法律案｣
の国会への提出（平成14年12月成立、平成15
年４月施行)

　該当処分なし

　２銀行、５信用組合の破綻金融機関につい
て救済金融機関等に営業譲渡等を実施

　決済機能の重要
性を踏まえ、決済
のセーフティネッ
ト整備に向けた検
討を行い、必要な
改革案を取りまと
める。

Ｃ1-3 　決済機能
のセーフ
ティネット
の整備

〔業績指標〕
　破綻処理等の実
施状況

〔業績指標〕
　改革案の取りま
とめ、実施状況等



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

ＣＩ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○

○

ＣＭ
(Ｐ)

－ － －

平成13年
8～9月実施

平成15年
５月実施

32.8% 59.1%

29.7% 8.2%

　財務局を活用し
た広報活動状況

　パンフレット及
びリーフレットの
発行部数

　政府広報実績

　金融広報中央委
員会のアンケート
における預金保険
制度についての認
知度

　破綻処理の迅速
化への対応状況

－ 金融広報中央委員会のアンケート

　政府広報の実施
　パンフレット等の発
行
　財務局を活用した広
報
　ホームページの活用

等の一層の迅速化が必要。そのため、名寄せ
データの正確性の向上や、預金保険機構、整
理回収機構等の関係機関との緊密な連携に努
める必要がある。
②りそな銀行に対して資本増強を実施したと
ころであり、今後、経営健全化計画の着実な
履行を通じ、徹底的な経営改革を図り、収益
性を十分向上させていくことにより、経営改
善が図られ、内部留保の蓄積を含め企業価値
が高められていくことが不可欠。金融庁とし
ては、経営健全化計画が着実に履行されるよ
う、りそなグループに対して厳正なフォロー
アップを行う必要がある。
（端的な結論）
①政策の達成に向けて成果が上がっている
が、預金等定額保護下での破綻処理を円滑に
進めるため、取組みの一層の充実や改善等に
努める必要がある。
②りそな銀行に対する資本増強により、金融
危機を未然に防止することで政策は達成され
た。なお、りそなグループについては、今
後、経営健全化計画が着実に履行されるよ
う、厳正なフォローアップを行う必要があ
る。

（評価の概要）
　今回、これまで平成15年４月から元本
1,000万円までとその利息の保護に移行する
こととされていた流動性預金（当座預金、普
通預金、別段預金）について、平成17年３月
末まで引き続き全額保護とする制度改正が行
われたが、平成15年３月末の時点において預
金者に特段の混乱は見られなかったことか
ら、預金者に対し相当程度、制度の周知が図
られたものと考える。また、アンケート結果
からも、一般国民における理解が深まってい
ることが伺える。
（今後の課題）
　平成17年４月から決済用預金の全額保護の
仕組みが導入されることから、今後とも、同
制度に係る誤解や不知による混乱を来たさな
いよう、制度の認知度に関する調査結果等を
参考にしながら、広報活動を引き続き適切に
実施する必要がある。このため、平成15年度
において、パンフレットの作成のための経費
を予算措置しているほか、平成16年度におい
ても、所要の予算要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後も平成17年４月のペイオフ解禁に向けて
制度の認知度に関する調査結果等を参考にし
ながら適切に取組みを進めていく必要があ
る。

　ホームページ「新しい預金保険制度につい
て｣のコーナーへ35,290件のアクセス（平成14
年12月以降５月末まで)

○
○

○

○

1-5 　ペイオフ
解禁への適
切な対応

　平成14年４月以
降のペイオフ解禁
に伴い、国民に預
金保険制度の正確
な理解の浸透を図
るための広報活動
を実施する。

Ｐ

ＣＭ

〔業績指標〕
　広報活動の実施
状況

〔測定指標〕

　金融庁ホーム
ページへのアクセ
ス件数

－

　テレビ１番組、ラジオ２番組、定期刊行物
（新聞折込)１紙、新聞５紙、週刊誌６誌

　パンフレット６万部、リーフレット100万部

　各財務局において、一般向けに制度の説
明を延べ152回（約8,000人)開催
　財務局を通じ、地方公共団体への記事掲
載等を延べ3,000回、庁舎等へのポスター掲
示を約8,700箇所で実施

聞いたことがない

よく知っている
ある程度知っている

　金融機関の迅速な破綻処理に必要となる預
金者データの正確性の確保や関係機関との連
携

－



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

銀行等
協同組織
金融機関

保険会社

85 225 15

94 237 13

証券会社
等

その他
金融機関

110 360

112 376
ＣＩ － － － ○

○
○
○
○

○

格

Ｐ － － － ○

○
○

○

ＣＩ － － －

Ｐ － － － ○

○

ＣＩ － － －　金融機関のペイ
オフ解禁に向けた
取組状況

　検査・監督部門
の連携状況

　重大なシステム
障害発生の抑制状
況

　企業の経営実態
に応じた検査の運
用確保への対応状
況

　主要行における
資産査定の厳格化
状況

　金融機関に対す
る検査件数

〔業績指標〕
　金融機関検査の
実施数

区分

　名寄せデータの整備状況について検証する
ことで、金融機関のペイオフ解禁に向けた取
組が促された。

Ｐ

　システムリスクに精通した専門班を組成
し、横断的・機動的検査を実施することで、
○　コンピュータシステム統合予定金融機関
　のガバナンスを向上
○　コンピュータシステム統合時における重
　大なシステム障害発生を抑制

　検査において把握した情報を監督部門に
伝達
　監督におけるオフサイト・モニタリング
を通じて把握した情報を検査部門に伝達

（評価の概要）
　主要行グループに対し通年・専担検査を導
入した結果、検査情報の同一部門内での蓄積
やグループ内金融機関に対する検査の整合性
が確保され、また、従来に比べ機動性も高
まったと認識している。さらに、システムリ
スク等の分野において検査を実施した結果、
より深度ある検査が確保されたものと考えて
いる。また、主要行に対する特別検査の再実
施等を行ったことが主要行における資産査定
の厳格化に効果を上げたと考えている。シス
テムリスク等今日的課題への対応として、金
融機関等の経営統合時におけるコンピュー
ターシステム統合について検査を実施し、コ
ンピューターシステム統合時のリスク、これ
に対する経営陣の認識及び取組み状況を的確
に把握し、経営陣に指摘することにより、コ
ンピューターシステム統合予定金融機関のガ
バナンスの向上、経営陣の的確なリスク把握
を促した。こうした取組みは、検査後フォ
ローアップにおける監督部門との緊密な連携
とあわせ、コンピューターシステム統合時に
おける重大なシステム障害発生の抑制に寄与
できたものと考えている。さらに、預金保険
機構と連携しつつ、金融機関の名寄せのデー
タ整備状況等の検証を実施し、問題点を指摘
することにより、金融機関のペイオフ解禁へ
向けた取組みを促す効果があったものと考え
ている。
（今後の課題）
　金融検査を、今後とも、金融を取り巻く
時々の情勢の変化に柔軟に対応し、機動的か
つ厳正で実効性のある形で実施することによ
り、金融システムに対する信頼回復に寄与し
ていく必要があると考えている。また、利用
者（預金者、保険契約者、投資家等）の保護
や利便性の向上の観点から、検査の実施に当
たっては、金融機関がサービス提供を行うに
際しての法令等遵守状況、利用者に対する説
明責任の履行状況等について、より重点的に
検証していく必要があると考えている。
　平成15年４月に、政策金融機関、郵政公社
に対する検査について、リスク管理分野に関
する検査権限が金融庁に委任された。政策金
融機関、郵政公社に対する検査においては、
金融庁がこれまで培ってきた民間金融機関に
対する検査のノウハウを活かし、これら機関
の特性を踏まえながらリスク管理態勢につい
て、着実に検査を進めていく必要がある。
　平成16年度において、上記の検査等の実施
のため、機構定員要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後とも、金融を取り巻く時々の情勢を踏ま
えつつ、厳正で実効性のある検査を実施して
いく必要がある。

実績件数

区分

　主要行に対する通
年・専担検査の導入
　金融検査マニュアル
別冊[中小企業融資編]
の周知・徹底
　システムリスク等に
関し、専門班による検
査を実施
　名寄せ検査の実施
　主要行に対する特別
検査の再実施
　再建計画検証チーム
による債務者企業の再
建計画の検証
　大口債務者に対する
銀行間の債務者区分の
統一
　ＤＣＦ法の導入及び
その検証
　検査・監督部門の連
携
　金融機関への検査の
実施

計画件数

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

計画件数

実績件数

　銀行等85
件、共同組
織金融機関
225件、保
険会社15
件、証券会
社等110
件、その他
金融機関
360件

〔測定指標〕

1-6 　厳正で実
効性のある
検査の実施

　平成14検査事務
年度基本方針及び
基本計画等に基づ
き、主要行グルー
プに対する通年・
専担検査の導入
や、企業の経営実
態に応じた検査の
運用確保のための
対応といった課題
に重点的に取り組
み、厳正で実効性
のある検査を実施
する。

Ｐ

　金融検査マニュアル別冊「中小企業融資
編」の周知・徹底
　検査官への研修の充実
　中小企業の商工団体等に対する説明会の
開催
　「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」
で得られた情報の活用

　通年・専担検査の導入
　ＤＣＦ法の検証
　特別検査の再実施
　再建計画検証チームの設置
　大口債務者に対する銀行間の債務者区分
の統一
　自己査定と金融庁検査の格差公表
以上を通じ、主要行における資産査定が厳
化

平成14検査事務年度の検査実施計画･実績件数
（単位：件)

平成14
事務年度

平成14
事務年度
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政策
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Ｐ 　保険業法
関係法令等
の改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度 ○

○

○
○

○

○

○
ＣＩ － － － ○

○

〔測定指標〕

　保険会社の経営
の安定化状況

　保険制度に係る
企画立案の状況

（平成15年５月保険業法改正案国会提出)
　契約条件の変更を可能とする枠組みの整
備
　基金及び基金償却積立金の取扱いについ
ての見直し
（平成15年５月保険業法改正)
　生保のセーフティネットの再構築関係
　株式会社化の枠組みの積極的な活用を促
すための規定の見直し
　社外取締役の拡充等他の機関の強化のた
めの規定の整備
　中間業務報告書の導入
（平成15年６月保険業法施行規則改正)
　資産運用規制のあり方の見直し

る金融・保険業への参入とともに、銀行等に
よる保険商品の販売など業態を越えた新しい
タイプの金融サービスの提供が進んでいる
が、今後、更に規制改革に取り組んでいく必
要がある。
　生・損保それぞれに保険契約者保護機構が
設立されているが、①生命保険契約者保護機
構については、現在の政府補助のスキームが
平成17年度までに破綻した会社に限り適用さ
れる特例措置であること、②損害保険契約者
保護機構については、規制改革推進３か年計
画（再改定）（平成15年３月28日閣議決定）
において、「損害保険の特性にも留意しつつ
見直しを検討すべき」との指摘があることか
ら、今後、これらの点について、幅広く検討
していく必要がある。
　保険制度に係る企画立案の事務を着実かつ
効率的に遂行するという体制整備面の措置が
必要である。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、近年の生命保険市場の成熟化や超低金利
の継続など生命保険業を取り巻く環境の変化
や、株価の低迷や競争の激化など損害保険業
を取り巻く厳しい経営環境の継続を踏まえ、
今後更なる取組みの充実・改善や新たな施策
の検討等を行う必要がある。

〔業績指標〕
　保険をめぐる諸
問題への対応状況

1-7 　保険をめ
ぐる諸問題
への適切な
対応

　保険をめぐる諸
問題に適切に対応
するため、金融審
議会の第二部会か
ら示された「生命
保険をめぐる諸問
題への対応－今後
の進め方－｣を踏
まえ、保険会社の
財務基盤の充実や
保険契約者からの
信頼の向上等に資
するよう引き続き
対応を図る。

Ｃ 　保険業法・同施行規則
の改正

（評価の概要）
　成立した法律等に基づき、①契約条件の変
更を可能とする枠組み等の整備により、保険
会社の経営の選択肢の多様化が図られる。②
生保のセーフティネットの再構築により、保
険業に対する信頼性が維持され、保険会社の
経営の安定化に寄与するものと思われる。③
相互会社への委員会等設置会社制度の導入や
株式会社化に関する制度（基金の現物出資
等）等の整備により、保険会社の経営手段の
多様化等が図られ、保険会社の経営の安定化
に寄与するものと思われる。
（今後の課題）
　各保険会社においては、経費削減、新商品
の開発、販売チャネルの見直し、再編・業務
提携の推進、株式会社化など各般の経営努力
を積み重ねているところであるが、今後とも
更なる取組みが求められている。異業種によ

　保険会社の経営の選択肢が多様化
　保険業に対する信頼性が維持された。
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Ｐ 　法令等の
改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

○

○

Ｐ 　法令等の
改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

Ｐ 　法令等の
改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

Ｐ 　府令の改
正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

Ｐ 　府令等の
改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

Ｐ 　法令等の
改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

Ｐ 　府令等の
改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

ＣＭ － － －

〔測定指標〕

〔業績指標〕
　市場ルール・イ
ンフラ整備の実施
状況

　個人株主数、個
人の株式保有比率
の推移

　市場ルー
ル・インフ
ラの整備等

　証券市場を幅広
い投資家の参加す
る真に厚みのある
ものとし、市場機
能を中核とした我
が国金融システム
の中心を担うもの
とするため、証券
市場の構造改革を
一層促進する。

Ｃ

　ディスクロー
ジャーの充実・強
化や投資家の立場
に立ったコーポ
レート・ガバナン
スの強化に取り組
むための施策の実
施状況

　信頼される価格
形成の確保並びに
投資家と市場をつ
なぐ市場仲介者に
ついてコンプライ
アンスの一層の改
善等への取組状況

　税制面において
市場への投資家の
積極的な参加を促
すための施策の実
施状況

　顧客の期待に応
える運用の確保や
親しみやすい投資
信託の実現を図る
ための施策の実施
状況

　証券化・流動化
の促進を図るため
の施策の実施状況

　ラップ口座の円滑な実施を可能とする証券
取引法等の改正

　株式投資の大幅減税・納税手続等の簡素化
を内容とする証券税制改正

　特定の取引先への依存、重要な訴訟事件の
発生等のリスク情報等といった「事業等のリ
スク」に関する項目等を新設する府令改正

　信用取引における公正な取引を確保するた
めの価格ルールに関する府令改正

平成14年度末現在の
○個人株主数（延べ人数)
　　3,377万人（対前年度末比＋25万人)
○個人の株式保有比率（市場価格ベース)
　　20.6％　　（対前年度末比＋0.9)

（評価の概要）
○　個人株主数・個人の株式保有比率は増加
　しており、個人投資家の証券市場への参加
　が着実に進んでいる。
○　株式の投資単位の引き下げにより、個人
　株主数の増加に貢献したものと考えられ
　る。
○　平成14事務年度に行った施策は個人投資
　家が投資しやすい環境を整えることに一定
　の役割を果たしたものと考えられる。
（今後の課題）
　「証券市場の改革促進プログラム」に盛り
込まれた内容については、着実に実施してき
たところであり、また、証券税制の大幅な軽
減・簡素化などにより、個人投資家が投資し
やすい環境が整いつつあるものの、いまだ諸
外国に比べ、個人金融資産に占める株式・投
資信託の割合は低いと考えられ、今後とも不
断に証券市場の構造改革に取り組むことが重
要である。
　投資家の信頼の確立のためのディスクロー
ジャーの一層の充実、取引所市場、店頭登録
市場、私設取引システム（ＰＴＳ）の位置付
け、取引所外取引のあり方、自主規制機能の
あり方を含む市場開設者のあり方、株式を含
めた統一的な証券決済システムの構築を含め
た国内市場の制度整備などについても、今
後、幅広い観点から検討していきたい。
　今後とも、「貯蓄から投資へ」の流れが加
速され、証券市場が幅広い投資家の参加する
厚みのあるものとなるよう、誰もが投資しや
すい市場の整備、投資家の信頼が得られる市
場の確立、効率的で競争力のある市場の構築
に向けて、これまでの取組みの有効性等を踏
まえつつ、証券市場の構造改革に対する取組
みの充実・改善、税制面での対応、新たな施
策の検討等を行っていく必要がある。なお、
証券取引法の一部を改正する法律（平成15年
法律第54号）において新たに導入された制度
等の確実な実施と、同法の改正後の規定の実
施状況等に関する調査のために、平成16年度
に機構定員・予算要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、今後とも、｢貯蓄から投資へ」の流れが
加速され、証券市場が幅広い投資家の参加す
る厚みのあるものとなるよう、これまでの取
組の有効性等を踏まえつつ、証券市場の構造
改革に対する取組みの充実・改善や、新たな
施策の検討等を行っていく必要がある。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　銀行と証券会社の共
同店舗の解禁など、投
資家が投資しやすい市
場の整備を図るための
法整備等
　ラップ口座の円滑な
実施など、より広範な
投資家層による投資の
促進を図るための法整
備等
　金融知識の普及活動
を紹介するサイトの新
設等、投資知識の普
及・情報の提供
　証券税制を大幅に軽
減・簡素化する改正
　会計・監査の充実・
強化に向けた法整備等
　信用取引について、
公正な取引を確保する
ための価格ルールの導
入など、信頼される価
格形成の確保を図るた
めの法整備等
　金融商品販売業者・
消費生活センターの相
談員に対するアンケー
ト調査
　有価証券報告書等に
おける「事業等のリス
ク｣・「コーポレー
ト・ガバナンスの状
況｣の項目の新設な
ど、ディスクロー
ジャーの充実・強化や
コーポレート・ガバナ
ンスの強化を図るため
の法整備等
　海外からの注文を直
接受注できる制度の導
入など、グローバル化
やＩＴ化の進展を図る
ための法整備等
　加入者保護信託にお
ける請求や支払の手続
の具体化など、証券決
済システム改革の推進
を図るための法整備等
　証券化・流動化の促
進を図るための法整備
等

1-8

　社債等登録制度上の登録請求ができない期
間を短縮するための府令等の改正

　海外取引所による国内への端末設置行為に
係る規定の整備などを内容とする証券取引法
等の改正

　証券会社及び銀
行等の販売チャン
ネルの拡充・多様
化を進め、投資家
が投資しやすい市
場の整備を図るた
めの施策の実施状
況

　銀行と証券会社の共同店舗を解禁するた
めの府令等の改正
　証券仲介業制度の創設等を内容とする証
券取引法等の改正

　国際的な取引所
間の連携などのグ
ローバル化の動き
やＩＴ化の進展に
対応した市場ルー
ルの整備状況



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

ＣＭ － － － ○

○

ＣＭ － － － ○

○

ＣＭ － － －

－ － ＥＴＦ　　　　（単位：億円（対前年比))

平成13年
７月

平成14年
６月末

平成15年
６月末

1,728
1兆6,941
（9.8倍)

2兆5,763
（1.5倍)

平成14年７月
～15年６月

1兆6,275

ＲＥＩＴ　　　（単位：億円（対前年比))

平成13年
９月

平成14年
６月末

平成15年
６月末

3,201
6,329
（2.0倍)

8,594
（1.4倍)

平成14年７月
～15年６月

3,020

利用者件数
（単位：件)

月間平均
（単位：件)

59,075 4,922

128,805 10,733

ＣＭ －

1兆4,987

　売買代金　209兆円（対前年比▲16兆円、
▲7.1％)
　売買高　　2,246億株（対前年比＋67億
株、＋3.1％)

ＣＭ
(Ｐ)

　銀行と証券会社
の共同店舗数

　株式投資単位の
引下げ状況

－

　株式売買状況
（売買高、売買代
金)

　投資信託（ＥＴ
Ｆ、ＲＥＩＴ)の
取引高等の推移

　金融庁ホーム
ページ（金融サー
ビス利用者コー
ナー)へのアクセ
ス件数

平成13
事務年度

平成14
事務年度

－－

区分

総資産額

　27店（平成15年６月末現在)

信託元本

1,511

平成13年７月～
 14年６月

平成13年９月～
 14年６月

　平成14年中に株式投資単位の引き下げを
実施した会社数
　156社（対前年比＋15社)
　投資単位50万円未満の上場会社数（平成
15年３月末現在)の推移
　2,309社（全国上場会社の86.4％、対前年
３月末比＋9.2)

取引高

取引高



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

1-9 Ｃ

告発件数
（件)

告発人数
（人)

5 7
1 1

1 2

3 12

10 22

Ｐ 　国内証券
会社91社24
支店
外国証券会
社17社
登録金融機
関13社

平成14
事務年度

平成14
事務年度

　犯則事件の告発
件数及び告発人数

　調査などの端緒
となる情報の受付
状況

　検査実施件数

○

○

○
○
○
○

　証券市場
等における
投資家の保
護及び取引
の公正性の
確保

区分

Ｐ －

－

　126社（国内証券会社95社、外国証券会社18
社、登録金融機関13社)、30支店
　このほか特別検査として機動検査２社及び
テーマ別検査３社を実施

Ｐ

〔業績指標〕
○　告発件数
○　検査実施件数
○　取引審査実施
　件数

－－

－ －

　証券市場の構造
が急速に変貌し、
取引の内容や仕組
みが複雑化、多様
化していることに
的確に対応し、証
券市場等における
投資家の保護及び
取引の公正性の確
保といった観点か
ら、厳正かつ的確
な市場監視及び証
券会社等検査を実
施する。

偽計

インサイダー取引
風説の流布及び偽計

合計

虚偽の有価証券報告書
等提出

〔測定指標〕

（評価の概要）
　犯則事件の調査・告発については、監視委
員会発足以来の最高の件数の告発を行い、イ
ンターネットを利用した風説の流布・偽計及
び虚偽の有価証券届出書提出について初めて
告発するに至ったことなど、監視委員会の最
も重要な責務の一つである犯則事件の調査を
着実に果たしてきていると考える。
　検査については、証券会社の自己売買部門
が実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買を行っていた事案
について、金融庁長官等に行政処分を求める
勧告を６件行ったほか、証券会社が個人投資
家向けに有価証券の募集の取扱いや売出しを
行う場合における説明等のルールの整備及び
インターネット取引を取り扱う証券会社の売
買審査体制や顧客管理体制の適正性を確保す
るための適切な措置を求め、金融庁長官に対
する２件の建議を行うなど、効率的・効果的
な事務運営に努めた。
　取引審査については、取引審査の結果、問
題が把握された事案については、担当部門に
情報提供したうえで、一層の究明がなされ
た。また、こうした審査活動を通じた証券市
場に対する日常的な市場監視は、不公正な取
引を未然に防止するための直接的又は間接的
な抑止力としても機能していると考えられ
る。
　以上を踏まえれば、監視委員会の活動は証
券市場等における投資家の保護及び取引の公
正性の確保に寄与しているものと考える。
（今後の課題）
　金融システム改革をはじめとする様々な制
度改革が実施され、証券分野においては、金
融システムの抜本的な改革により、株式委託
手数料の大幅な低下、インターネット取引を
専門とする証券会社の登場、銀行による投資

　犯則事件の調査・告
発
　日常の市場動向の監
視や情報収集・審査
　検査の実施
　検査周期の短縮化
　取引審査の実施
　民間専門家の登用

 （単位：件)

 10 年７月～

11 年６月

11年７月～

12 年６月 

12 年７月～

13 年６月

13 年７月～

14 年６月

14 年７月～

15 年６月

インター

ネット○
049 359 0606 1,282 1,804

電話 077 198 0390 0408 0749 

文書 055 156 0205 0291 0290 

来訪 021 019 0064 0058 0050 

財務局等

から回付
039 057 0091 0142 0163 

合計 241 789 1,356 2,181 3,056

(注)インターネットによる情報の受付は平成 11 年４月から開始 

 

区分

3,0563,056



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○
○

○
○

Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○
○
○

　検査項目のテー
マを絞った事象対
応型の検査の実施
件数

　一定の点検項目
の下に行った調査
に基づき、金融庁
長官等に行政処分
を求める勧告件数

　証券市場の公正
を害すると疑われ
るような事例等に
対する機動的検査
の実施件数

　取引審査実施件
数

　検査の結果に基
づく、金融庁長官
に適切な措置を求
める建議件数

　１検査対象当た
りの平均延べ検査
投入人員

２件

　２社

　機動検査　１件
　デリバティブ等を組み込んだ複雑な金融
商品の勧誘等　３件
　テーマ別検査　１件
　前回検査における問題点の改善状況の点
検　８件

　国内証券会社100、外国証券会社105、登録
金融機関21
（単位：人・日)

３社

　価格形成に関して　147件
　内部者取引に関して　495件
　その他の風説の流布等に関して　42件

信託の販売の増加など、証券市場における競
争促進について一定の成果が現れてきている
が、一方で、クロスボーダー取引の一層の拡
大や、国内外における市場間競争の活発化、
インターネット上で発せられる様々な情報の
急速な増大やインターネットを利用した取引
の増大など証券市場を取り巻く環境は日々
刻々と変化している。また、我が国経済の再
生・発展のためには、銀行システムを中心と
した間接金融に加え証券市場を中心とした直
接金融の発展が必要であり、とりわけ個人投
資家が証券市場に積極的に参加することが必
要であるとされている。そのためには、投資
者の証券市場に対する信頼を確保することが
重要であり、監視委員会としては、更に、必
要な人員の確保を含む監視体制の充実・強化
を図り、市場における様々な動きに迅速かつ
的確に対応し、効果的な犯則事件の調査、証
券会社等に対する検査及び日常的な市場監視
を実施していくことが不可欠であると考えて
いる。このため、平成16年度において、監視
体制の充実・強化を図るための機構定員要求
を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、証券市場を取り巻く環境の変化に的確に
対応し、投資者の証券市場に対する信頼を確
保するため、市場監視体制の充実・強化をさ
らに図るなど取組の充実や改善等を行う必要
がある。



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ － － － ○

○

○

○

平成13
事務年度

59,075件
（月間平均
4,922件)

ＣＭ － － － 「自分で責任を持つのは当然」とする回答の割合（％）

平成11年 平成14年

25.3 30.6

38.8 40.7

53.1 54.2

33.3 34.7

19.3 21.5

38.4 34.7
ＣＭ － － －

平成11年 平成14年
21.6 30.8
51.3 52.7
27.0 16.2

ＣＭ － － －

平成11年 平成14年
6.7 3.2
33.2 25.6
60.1 70.2

ＣＭ － － －

平成11年 平成14年
6.9 3.6
39.6 31.9
53.4 63.7

　投資者保護基金
の認知度

　保険契約者保護
機構の認知度

　金融庁ホーム
ページ「金融サー
ビス利用者コー
ナー｣へのアクセ
ス件数（再掲）

〔業績指標〕
　ホームページの
充実状況

〔測定指標〕
　ホームページの
充実状況

株式

新しい金融商品

区分

全く知らない

（評価の概要）
　金融庁ホームページ上の「金融サービス利
用者コーナー」の利用件数は、昨事務年度に
比べ大幅に増加し、利用者の利便に寄与して
いる。また、「家計の金融資産に関する世論
調査(平成14年)」によると、金融商品に対す
る「自己責任」の受け止め方について、デリ
バティブ商品などの新しい金融商品を除き、
預金、外貨預金、株式、公社債投信、保険に
ついては、「自分で責任を持つのは当然であ
る」とする回答が若干ながら上回わり、預金
保険制度の認知度においては、「内容まで
知っている」、「見聞きしたことはある」と
する回答が増加している。他方、投資者保護
基金や保険契約者保護機構に対する認知度に
ついては、「全く知らない」とする回答が増
加しており、こうした投資者や保険契約者保
護の仕組みについての一層の周知が必要と考
える。
（今後の課題）
　「金融サービス利用者コーナー」の内容の
充実により、本コーナーへの接続件数は昨事
務年度に比べ大幅に増加しているものの、国
民の金融分野における消費者保護制度等の理
解増進のためには、なお一層の拡充が課題
　金融知識の普及活動は、平成15年６月に閣
議決定された「経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2003」で示された証券市場の構
造改革と活性化を推進し、直接金融の拡大・
充実を図る観点からも、より一層推進してい
くことが必要であるが、即効性のあるもので
はなく、着実、かつ、継続して取り組んでい
くことが重要
　その意味では、特に学校段階からの金融分
野の教育の推進等をより一層充実することが
必要。従来、金融分野の教育の推進について
は、中学・高校生を中心に取り組んできたと
ころだが、今後は、小学生をも対象にした啓
発活動についても取り組んでいく必要があ
る。また、そうした教育の推進等の一環とし
て、平成16年度において、卒業を前にした高
校３年生を対象に、金融に関する基礎的な内
容を記載したパンフレットの作成・配布のた
めの予算要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、国民への金融知識普及活動は、着実、か
つ、継続して取り組んでいくことが重要。特
に、学校段階からの金融分野の教育の推進等
をより一層充実することが必要

○

○

○

○

○

○

　金融庁ホームページ
内容の充実
　中学・高校生向けの
金融分野に関する副教
材の開発等
　「金融に関する消費
者教育の進め方につい
ての連絡協議会｣に参
加
　情報提供のためのパ
ンフレット等の配布
　一般消費者等を対象
とした講演会の実施、
　民間の行う金融知識
普及等を目的とした講
演会・セミナー等の後
援

1-10

　自己責任の受け
止め方

　投資知識
の普及・情
報の提供

　個人投資家等が
自己責任に基づい
て主体的に金融商
品を選択し、取引
が行えることに資
するため、金融庁
ホームページを活
用した金融・証券
に関する情報の提
供や、学校におけ
る金融・証券教育
推進のための支援
に努める。

Ｃ

－ＣＭ
(Ｐ)

公社債投信

投資者保護基金の認知度（％）

アクセス
件数

預金

区分

128,805件
（月間平均10,733件)

（＋118.1%)

外貨預金

内容まで知っている

預金保険制度の認知度（％）

保険

見聞きしたことはある
全く知らない

見聞きしたことはある

区分

保険契約者保護機構の認知度（％）

内容まで知っている
見聞きしたことはある
全く知らない

区分
内容まで知っている

区分

　一般消費者向けの情報の集約化を図り、
「金融サービス利用者コーナー｣として利用
を促進
　証券税制改正等に関する情報の欄の新設
など、証券関係の情報の充実
　一般消費者向けの金融知識の普及活動を
一覧的に紹介するサイトの新設
　「違法な金融業者に関する情報｣、「登録
貸金業者情報検索サービス｣の運用開始

平成14
事務年度

　預金保険の認知
度

－ －



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ 　中期ビ
ジョンの策
定

平成14
事務年度

平成14
事務年度

○

○

○

Ｐ － － － ○

○

○

○

2-1 Ｐ

Ｐ 　政省令の
策定、税制
の整備

平成14
事務年度

平成14
事務年度

○

○

〔測定指標〕

　中期ビジョンを
受けての取組

　金融審議会の開
催状況

〔業績指標〕
　「中期ビジョ
ン」の策定状況

1-11 　「中期ビ
ジョン」の
とりまとめ

　活性化された経
済を支える活力あ
る金融システムの
確立に向けた金融
の将来像を展望す
る観点から、金融
審議会に諮りつ
つ、「中期ビジョ
ン｣を早急に取り
まとめる。

Ｃ

　証券決済
システムの
改革

　証券仲介業制度の創設等を内容とする証
券取引法等改正
　公認会計士監査の充実・強化を図るため
の公認会計士法改正
　株式投資の大幅減税・納税手続等の簡素
化を内容とする証券税制改正
　「金融再生プログラム」の策定

〔業績指標〕
　証券決済システ
ムの改革に向けた
制度整備の実施状
況

　「社債等の振替に関する法律施行令｣、
「一般振替機関の監督に関する命令」、
「加入者保護信託に関する命令｣、「証券取
引清算機関等に関する内閣府令｣等の関係政
省令を策定
　清算機関が受け取る公社債利子の源泉徴
収不適用、加入者保護信託へ支払う負担金
の損金算入等の加入者保護信託制度の円滑
な実施に必要な税制整備を内容とする税制
改正要望の結果、措置することが決定

　金融審議会におい
て、中期ビジョンに関
するスタディグループ
を設置
　総会・金融分科会合
同会合を開催

（評価の概要）
　「中期ビジョン」において示されたビジョ
ンに沿って、我が国の金融システムが利便性
と魅力に富んだものとなっていくためには、
行政のみならず、金融機関等、民間側の関係
者の取組みも必要となるが、これについて
は、各金融機関等とも、金融システムを取り
巻く経済環境の変化に直面する中、それぞれ
ビジネスモデルの転換等に向けた取組みを
行っているところ
（今後の課題）
　今後も、活力があり、安定化した金融シス
テムが確立され、その諸機能が適切に発揮さ
れ、我が国経済の活性化に資するといった観
点から、「中期ビジョン」に示された将来像
に向けて引き続き各般の取組みに努めていく
必要がある。
（端的な結論）
　「測定結果等」に示された各法改正及び金
融再生プログラムの策定を行うなど、政策の
達成に向けて成果が上がっており、更に、今
後も、中期ビジョンに示された将来像に向け
て引き続き各般の取組みに努める必要があ
る。

○

○

（評価の概要）
　「証券決済制度等の改革による証券市場の
整備のための関係法律の整備等に関する法
律」（平成14年法律第65号）に基づく新しい
証券決済制度が円滑に導入された。
　また、民間においても、実務面での対応が
なされるなど、現行システムから新しいシス
テムへのスムーズな移行が行われてきてお
り、新制度に基づく清算機関や振替制度が順
調に立ち上がり、有価証券のペーパーレス化
が進んだ。
　以上のことから、着実に証券決済システム
改革の成果が上がっているものと考えられ
る。
（今後の課題）
　証券市場の国際競争力の維持・向上のため
に、今後引き続き現行のシステムから新しい
システムへの移行に向けた取組みを進めるこ

○
○
○

　関係政省令の整備
　税制改正要望
　清算機関への免許の
付与、振替機関の指定
及び加入者保護信託契
約の認可等

　金融審議会答申
｢21世紀を支える
金融の新しい枠組
みについて｣及び
証券決済システム
改革ワーキンググ
ループ報告書「21
世紀に向けた証券
決済改革につい
て｣等を踏まえ、
関係省庁と連携を
図りつつ、証券決
済システムの改革
に向けた制度整備
を引き続き行う。

〔測定指標〕

　金融審議会総会　１回（平成14年７月31
日)
　スタディグループ　４回（平成14年８月
27日、９月３、10、13日)
　金融審議会総会・金融分科会合同会合
２回（平成14年９月９、30日)

　政省令の策定や
税制の整備状況



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

ＣＩ － － － ○

○
○

○

2-2 Ｐ

Ｐ 　政令等の
整備・改正

平成14
事務年度

平成14
事務年度

平成14年
６月末

平成15年
６月末

約1,400社 約2,700超

　「証券取引法施行令｣、「証券取引法及び金
融先物取引法の一部を改正する法律の一部の
施行に伴う経過措置に関する政令｣、「株券等
の大量保有の状況の開示に関する内閣府令｣等
の関係政令、内閣府令、金融庁告示及びガイ
ドラインの整備・改正

約500社

（評価の概要）
　関係政令・内閣府令等の整備・改正及びシ
ステム整備に取り組んだことにより、当該開
示書類等に係る電子手続きが可能となった。
また、ＥＤＩＮＥＴによる開示書類等の提出
会社数の増加、インターネットを通じた情報
公開サーバーへのアクセス件数の増加及び各
財務（支）局の証券閲覧室における縦覧者数
の減少傾向などの状況は、企業内容等の開示
書類の電子化の推進による効果を現している
ものであり、これまでの取組みに対して一定
の成果が上がっているものと考える。
（今後の課題）
　企業内容等の開示書類の電子化という証券
市場のインフラ整備を行い、企業情報の迅速
かつ簡易で安全な提供を行うことにより、企
業情報へのアクセスの増加・投資機会の飛躍
的向上、投資拡大による発行体企業の資金調
達の効率性の向上が見込まれ、ひいては日本
経済の活性化にも繋がるものと期待されるこ
とから、今後も企業内容等の開示書類の電子
化を積極的に推進する必要があると考える。
　金融庁としては、今後、平成16年６月から

　証券取引法施行令等
の整備
　電子開示システムの
整備

ＣＭ
(Ｐ)

平成13年
６月

全社

　日本証券クリアリング機構（統一清算機
関）の稼動開始
　加入者保護信託制度の開始
　日本銀行における新制度に基づく国債振
替決済制度の稼動開始
　証券保管振替機構における新制度に基づ
くペーパーレスＣＰ（短期社債）の振替制
度の稼動開始

平成17年
６月

－

○

○

とが必要。具体的には、その制度的基盤であ
る株式を含めた全ての有価証券についての統
一的証券決済法制の完成に向けて、法制審議
会における検討結果を踏まえ、株式について
より安全で効率的な決済を可能とする観点か
ら、以下の取組みを行う必要がある。
① 会社が定款で株券を発行しない旨の定め
をすることができるものとすることにより、
株券のペーパーレス化を図ること、
② 現行の「株券等の保管及び振替に関する
法律」（昭和59年法律第30号）に基づく株券
保管振替制度に代わる新たな振替制度とし
て、社債や国債等と同様の安全で効率的な振
替制度を整備すること。
　また、政府における法制整備とあわせて、
幅広い市場関係者が結集し、決済期間の短縮
化、市場慣行、事務処理フロー等の見直しに
ついて検討を行い、主体的かつ積極的に改革
を推進していくことが不可欠。
　さらに、国際間の証券決済等について検討
を行うことが必要。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後も統一的証券決済法制の完成に向けて、
法令整備や検討を進めていくことが必要

60,000件

平成13年
６月末

　株券等の大量保
有報告書等の開示
書類の電子化を実
現するため、証券
取引法施行令、関
係内閣府令等の改
正をし、併せて電
子開示システム
（ＥＤＩＮＥＴ)
の整備を図る。

　ＥＤＩＮＥＴに
よる開示書類等の
提出会社数

　証券取引
法に基づく
企業内容等
のディスク
ロージャー
の充実

平成15年６月末

87,000件

平成14年７月末

〔測定指標〕
　開示書類の電子
化に係る関係政
令・内閣府令等の
整備・改正

－ －

Ｐ

　情報公開サー
バーへのアクセス
件数

〔業績指標〕
○ 　証券取引法
 　施行令等の整
　 備状況
○　電子開示シス
　テムの整備状況

　新証券決済制度
の円滑な実施状況



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

－ －

平成13年 平成14年

16,800 14,700

2-3 Ｃ

Ｐ － － － ○

○

○

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○

○

　（財)財務会計
基準機構との連携
状況

　国際会計基準審
議会の開催状況

　企業会計審議会
の開催状況

〔業績指標〕
　会計基準及び監
査基準の整備状況

ＣＭ －

18,000超

平成12年

　企業会計審議会にお
ける審議
　国際会計基準への対
応
　（財)財務会計基準
機構、日本公認会計士
協会との連携

　第一部会７回（平成14年７月５日～15年
４月18日)
　「企業結合会計｣について平成13年７月に
論点整理という形で公表
　第二部会３回（平成14年７月４日～10月
18日)
　平成14年１月に全面改訂された監査基準
を平成15年３月期決算から実施
　「中間監査基準の改訂に関する意見書」
を公表
　総会２回（平成14年８月９日、12月６日)
  「固定資産の減損に係る会計基準の設定
に関する意見書｣を公表

○

○

○

　（財)財務会計基準機構・企業会計基準委
員会が公表した「一株当たり当期純利益に
関する会計基準」を一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準として採用
　同委員会の開発した「デット・エクイ
ティ・スワップの実行時における債権者側
の会計処理に関する実務上の取扱い｣など９
つの適用指針及び実務対応報告を平成15年
３月決算までに実施

　８月を除く毎月開催

（単位：人／年間)　各財務(支)局の
証券閲覧室におけ
る縦覧者数

　会計基準
の整備・改
善

　企業の経営の多
角化、金融・証券
市場のグローバル
化、情報技術の進
展等に適切に対応
し、自己責任原則
の下で、投資者に
対する適切な情報
開示に資するた
め、国際的な調和
の観点等も踏ま
え、会計基準及び
監査基準の整備・
改善を図る。

（評価の概要）
　平成14事務年度では、「一株当たり当期純
利益に関する会計基準」並びに９つの適用指
針及び実務対応報告が民間の市場関係者の間
で使用され、また、会計監査においては、改
訂監査基準及び16の実務指針が実施され、適
正な財務諸表等が作成されることにより、市
場投資家等の保護が得られていると考えられ
る。また、「固定資産の減損に係る会計基準
の設定に関する意見書」及び「中間監査基準
の改訂に関する意見書」については、平成15
事務年度以降実施されることとなっている
が、これらの会計基準の整備により以下のよ
うな成果が期待される。
① 企業の経営状態がより適切に開示される
会計基準が適用されることにより、我が国企
業の財務の透明性が向上し、一層の投資者保
護が図られるものと思われる。
② 米国でのエンロン不正会計事件の発生な
ど、国際的に会計情報に対する信頼がゆらい
でいる中で、我が国では、年度監査に加え、
中間決算にも厳格な監査が行われることにな
り、投資者の会計情報への信頼が向上するも
のと思われる。
③ 国際的に会計基準及び監査基準の整備、
改善が重視されている状態において、我が国
が、国際的な基準と遜色のない会計基準及び
監査基準を適用することにより、我が国の資
本市場への投資を促進し、市場の一層の発展
に寄与するものと思われる。

〔測定指標〕

の開示書類等の電子媒体による提出の原則義
務化を踏まえ、証券取引法関係法令等の整備
も随時行っていくとともに、システム面にお
いても、法令改正に伴う対応や利用者側の意
見を勘案した上での利便性の向上等更なる基
盤整備を推進する必要があることから、これ
らに係る開発のため、平成15年度に引き続
き、予算の要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後もこれまでの取組みを進めていくほか、
平成16年６月からの開示書類等の電子媒体に
よる提出の原則義務化を踏まえ、更なる基盤
整備を推進する必要がある。



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ － － －

2-4 Ｐ

Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○

○

Ｐ 法令の改正 平成14
事務年度

平成14
事務年度

　自主規制機関と
しての日本公認会
計士協会による公
認会計士監査制度
の整備・改善状況

　監査制度ワーキ
ンググループ及び
試験制度ワーキン
ググループの開催
実績

　公認会計士制度
部会の開催実績

〔業績指標〕
　監査・試験制度
の整備状況

　日本公認会計士
協会との連携状況

（今後の課題）
　企業会計審議会における審議に関しては、
第一部会で論点整理を公表している「企業結
合会計に係る会計基準」について、今後、公
開草案の公表に向けて審議を行い、「企業結
合会計に係る会計基準」の整備を図る必要が
ある。
　国際会計基準への対応に関して、国際会計
基準審議会の議論の動向等の把握、調査分析
には、着実に取り組んできたところであり、
今後とも、迅速・的確に対応していく必要が
あることから、これらの取組みのため平成16
年度においても予算要求を行う必要がある。
　（財）財務会計基準機構との連携に関して
は、各専門委員会へオブザーバーとして出席
し、会計基準の整備を促す必要がある。
　さらに、会計基準の整備・改善の際には、
経済取引・企業活動の高度化､複雑化、国際
化等の急速な変化に対応し、我が国に相応し
い会計制度はどうあるべきであるか併せて検
討される必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後も「企業結合会計に係る会計基準｣の公
開草案の公表に向けて審議を行うなど、引き
続きこれまでの取組みを進める必要がある。

　３回（平成14年９月27日～15年３月20日)
　　「公認会計士監査制度の充実・強化｣を取
りまとめ

　10回（平成14年９月９日～12月10日、合同
開催)

　監査法人等に対する「品質管理レ
ビュー」にそれまでの「監査法人等の事務
所に対する品質管理」に加え、「個々の監
査業務に対する品質管理」のレビューを追
加
　「継続専門研修制度」について、任意の
受講から、公認会計士は受講を義務化

　「内部統制」、「継続企業の前提に関する
監査人の検討」、「会計上の見積りの監査」
等16の監査上の実務指針の整備又は改訂を実
施

　公認会計
士監査制度
の整備・改
善

　金融審議会公認
会計士制度部会に
おいて監査・試験
制度の見直しにつ
いて検討を進め、
その審議結果を踏
まえ、公認会計士
監査制度の充実強
化策のための諸施
策を実施する。

　公認会計士制度部会
及びワーキンググルー
プでの検討
　公認会計士法の改正
　「公認会計士法の一
部を改正する法律案」
の成立
　公認会計士協会の公
認会計士監査制度の整
備・改善についての取
組に対するその改善等
につき検討
　公認会計士試験につ
いての広報

○

○
○

○

○

〔測定指標〕

（評価の概要）
　第156回通常国会において成立した法律に
基づく公認会計士監査制度の見直しは、以下
のような効果が期待される。
①公認会計士等の独立性の強化
　監査の適切性を確保するための公認会計士
及び監査法人の被監査企業からの独立性の強
化に寄与するものと思われる。
②監査法人等に対する監視・監督体制の強化
　「品質管理レビュー」のモニタリングの導
入などを通じ、監査法人等の監視・監督体制
の強化に寄与するものと思われる。
③公認会計士試験制度の見直し
　社会人を含む多様な人材が受験しやすい試
験制度へ見直すことにより、監査証明業務に
従事するにふさわしい一定水準の能力を有す
る監査と会計の専門家を多数確保していくこ
とに寄与するものと思われる。また、「継続
的専門研修制度」が義務化されたことで、公
認会計士の資質の向上が図られた。公認会計
士試験についての積極的な広報等により、公
認会計士試験の受験者数が増加し、一定水準
の能力を有する公認会計士が多数輩出される
ことにつながった。これらのことから、公認
会計士監査の充実・強化について着実に成果
が上がっているものと考える。

　公認会計士監査
制度の充実・強化
に関する法令の改
正

　「公認会計士法の一部を改正する法律」の
成立（平成15年５月30日）



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

ＣＭ － － －

Ｐ － － －

　公認会計士試験
２次試験の受験者
数

　平成14年の第２次試験の受験者数
　　　14,978人（前年13,389人)

「個人情報の保護に関する法律｣が第151回国
会に提出されて以降、継続審議、廃案、再提
出を経て、第156回国会にて平成15年５月23日
に成立。法の成立後の施行に向けた政府全体
としての個人情報保護についての検討状況を
注視

（今後の課題）
　「公認会計士法の一部を改正する法律」
（平成15年法律第67号）の成立を踏まえ、監
査法人等に対する監視・監督体制の強化のた
めの公認会計士・監査審査会の事務局設置等
の体制整備、公認会計士等の独立性の強化及
び新試験制度の円滑な実施に向けた、政令、
内閣府令の改正等の作業を速やかに行うとと
もに平成16年度の予算・機構定員要求を行う
必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
政令、内閣府令の改正等の作業など今後もこ
れまでの取組みを進めていく必要がある。

〔業績指標〕
　金融分野におけ
る個人情報保護等
の制度整備の実施
状況

〔測定指標〕
　金融審議会特別
部会の開催実績

（評価の概要）
　国会における基本法の審議状況を注視して
きた。今後、政府全体としての基本法の施行
に向けた政令、基本方針等の検討状況を注視
しつつ、基本法の円滑な施行を含め金融分野
における個人情報の保護の在り方について今
後、議論を進めていく予定
（今後の課題）
　金融分野における個人情報の保護の在り方
については、政府全体としての基本法の施行
に向けた検討状況を注視しつつ、引き続き検
討していくことが必要
（端的な結論）
　現時点においては成果の発現は予定されて
いないが、今後も政府全体としての基本法の
施行に向けた検討状況を注視しつつ、金融分
野における個人情報の在り方について、引き
続き検討する必要がある。

　金融審議会特別部会の
開催

3-1 　金融分野
における個
人情報の保
護

　金融分野におけ
る個人情報保護等
について金融審議
会で検討を進め、
その審議結果を踏
まえ、必要な諸施
策を実施する。

Ｐ



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

法令違反等に
対する処分

その他
の処分

計

１０ ３ １３
１ ０ １
０ ２ ２

１２ ０ １２

７ ０ ７
１４ ０ １４
８ １ ９
０ １ １
５２ ７ ５９

ＣＭ － － －

ＣＭ
(Ｐ)

－ － －

Ｐ 　事務ガイ
ドラインの
整備等

平成14
事務年度

平成14
事務年度

○

○

○

○

○

　法令違反等に対する
行政処分
　行政処分に関する事
務ガイドラインの整備
等

労働
金庫等
保険
証券

信用組合

（評価の概要）
①預金取扱金融機関
　行政処分を受けた金融機関においては、法
令遵守態勢に係る組織体制の見直しや、内部
管理体制の強化に向けた取組みが行われた。
②保険会社
　行政処分を受けた保険会社においては、法
令等遵守にかかる全役職員等に対する教育の
徹底や組織体制の整備・充実、保険募集管理
態勢の充実・強化といった取組みが行われ
た。
③証券会社
　行政処分を受けた証券会社においては、社
内規程の整備、各種研修の実施、法令等遵守
部門の機能強化等、業務運営の適切性の向上
に向けた取組みが行われた。
④貸金業者等
　業務停止を命ずる処分を受けた貸金業者に
おいては、内部体制の見直し、社員研修の実
施といった取組みが行われ、法令遵守向上に
向けた体制が整備された。
（今後の課題）
　金融取引が高度化・複雑化し、市場の変動
も激しい中で、金融機関等による法令違反等
は、今後様々な形で行われるおそれもあるの
で、立入検査、報告の徴求等を的確に実施し
実態把握に努め、法令違反等が確認された場
合には、厳正な行政処分を行うとともに、行
政処分に係る事務ガイドラインの整備等の措
置を講じていく必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、立入検査、報告の徴求等を的確に実施し
実態把握に努め、法令違反等が確認された場
合には厳正な行政処分を行うとともに、行政
処分に係る事務ガイドラインの整備等の措置
を講じていく必要がある。

　正当な理由がないにもかかわらず自己査
定と検査結果の格差が是正されない場合
に、業務改善命令を発出する方針を明確化
　「資本充実の原則」や「優越的地位の濫
用」等に関する法令遵守態勢の確立につい
て届出を求め、その適切性に疑義が認めら
れる場合には、必要に応じ、報告聴求や業
務改善命令の発出を行う旨事務ガイドライ
ンを整備
　行政処分等において行った法令解釈につ
いて、その内容を「証券取引法令解釈事例
集」として公表
　リスク管理体制面について、再点検を行
うよう業界団体を通じて要請
　保険募集に係る広告表示等について、す
べての保険会社に対し、適正化が図られる
よう業界団体を通じて要請

－ －

〔業績指標〕
　行政処分等の実
施状況

〔測定指標〕
　行政処分の実施
件数

　事務ガイドライ
ンの整備等の状況

　貸金業者に関す
る監督部局への苦
情の状況

　行政処分を受け
た金融機関等の改
善状況

貸金業者

　約67千件（平成14年度)

商品投資

　組織体制の見直し、規程の整備、各種研修
の実施、法令等遵守部門の機能強化等

Ｃ

Ｐ

信用金庫

計

－

○

○

　預金者、保険契
約者、投資者等の
保護に資するた
め、適時・適切な
行政処分等を行
う。

銀行等

区分

3-2   預金者、
保険契約
者、投資者
等の保護



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ － － － ○

○

○

○

○
○

Ｐ － － － ○

○

ＣＭ － － －

　法令等審査件数

　金融審議会等の
実施状況

　金融庁ホーム
ページ（金融審議
会関連ページ）へ
のアクセス件数

－ －－ＣＭ
(Ｐ)

　金融審議会を適
切に運用すること
等により、ルール
整備等の方向性を
検討・調整すると
ともに、審議内容
の一層の公開を進
めることによりそ
の議論の透明性を
確保する。また、
適切な法令審査・
法令解釈の実施に
より、金融庁所管
法令の制定改廃等
にあたり、透明・
公正さを確保す
る。

Ｐ 〔業績指標〕
○　金融審議会の
　実施状況
○　法令等審査件
　数

〔測定指標〕

　法令適用事前確
認手続に基づく回
答件数

　金融審議会総会７回（平成14年７月31日
～15年１月31日)
　金融分科会４回（平成14年９月５日～15
年１月31日（全て総会との合同会合)
　金融分科会第一部会５回（平成14年９月
17日～12月16日)
　金融分科会第ニ部会３回(平成14年12月19
日～15年５月12日)
　金利調整分科会（平成15年２月７日)
　公認会計士制度部会（平成14年９月27日
～15年３月20日)

4-1 　透明・公
正なルール
の整備

　金融審議会の運営
　法令審査・法令解釈
　法令適用事前確認手
続

（単位：件／月平均)

　新法令の制定31件（法律２件、政令８
件、内閣府令等21件)
　既存法令の改定133件（法律７件、政令20
件、内閣府令等106件)

平成14事務年度
6,2403,920

（評価の概要）
①金融審議会の適切な運営
　国内金融等に関するルール整備等の方向性
の検討・調整にあたり金融審議会を機動的に
開催したことから、審議会を適切かつ積極的
に活用できたものと考える。また、審議会
は、その議事は原則公開とされているなど、
透明性の確保に十分配意しつつ運営されてい
る。
②適切な法令審査・法令解釈等
　法令審査に関しては、法令の一貫性や規定
の明確化・表記の統一化に配慮した審査の実
施、原則としてパブリックコメント前からの
審査の実施など、政省令の策定過程における
透明性・公正性の確保に努めた。
③法令適用事前確認手続（ノーアクションレ
ター）
　法令適用事前確認手続に関しては、照会内
容、回答内容を当庁のホームページ上に公開
したことにより、照会者だけでなく、照会者
以外の者に対しても法令の適用があるかどう
かについての予見可能性を高めた。
　これらを踏まえると、透明・公正なルール
整備の確保に寄与しているものと考える。
（今後の課題）
　今後とも、金融審議会においては、金融に
関する国内外の環境の急激な変化に応じた適
切な制度改革等の実施のため、十分かつ迅速
な審議が必要とされることが想定されるが、
その際には、従来にも増して審議会の効率的
な審議・運営に努める必要がある。このた
め、平成16年度において、十分かつ迅速な審
議のために必要な経費の予算要求を行う必要
がある。
　今後、金融分野における新商品・サービス
の創出が活発に行われることが予想される
が、法令適用事前確認手続（ノーアクション
レター）については、引き続き適切に対応し
ていく必要がある。
（端的な結論）
　成果は上がっているが、今後も、金融に関
する国内外の急激な変化に応じた制度改革等
に対応した金融審議会の効率的な審議・運営
や、金融分野に対する法令適用事前確認手続
の適切な対応に努める必要がある。

　３件

平成13事務年度

○
○
○



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
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目標
分類
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4-2 Ｐ

Ｐ － － － ○
○
○
○
○
○
○

Ｐ － － － ○
○
○
○

Ｐ － － － ○
○

○

○
○

－ － ○

○

○

○

○

○

　和文ホームペー
ジの充実状況

〔測定指標〕

Ｐ －

　新聞媒体　６テーマ、延べ313紙
　雑誌媒体　週刊誌４テーマ、延べ26誌
　　　　　　月刊誌１テーマ、延べ８誌
　テレビ　政府広報番組　６テーマ、延べ
        11番組、スポットＣＭ　１テーマ
　ラジオ　３テーマ、延べ６番組
　その他　定期刊行物等　４テーマ、８件
　　　　　その他　６テーマ、11件

　各種情報検索サービス、申請・届出サー
ビス、照会案内サービスの供用開始
　「電子申請・届出システム｣、「金融庁
ホームページ全文検索サービス｣、「登録貸
金業者情報検索サービス｣
　「金融研究研修センター｣のコーナーの開
設
　その他
　「金融早わかりＱ&Ａ｣のコーナーの大幅
な改修
　「金融・証券情報コーナー｣の掲載情報の
整理し、「金融サービス利用者コーナー」
に改称

〔業績指標〕
　ホームページの
充実状況

　金融行政
にかかる広
報の充実

　金融庁の情報発
信については内外
ともに一層の充実
を図る。特に報道
発表資料等の英訳
の推進など英文
ホームページの内
容の改善により、
海外向け広報の充
実に努める。

　政府広報実績

　テレビ・ラジオ
出演、新聞・雑誌
等インタビュー対
応回数

　大臣等記者会件
数、担当者による
記者ブリーフ回数
等

　大臣記者会見回数　110回
　副大臣記者会見回数　９回
　長官記者会見回数　42回
　記者ブリーフ回数　43回
　論説委員等との意見交換会回数　３回
　市場関係者等との意見交換会回数　５回
　海外プレスに対するブリーフ回数　10回

　大臣　　　110回
　副大臣　 　36回
　長官　　 　22回
　３局長　 　26回

　月刊金融庁広報誌「アクセスＦＳＡ｣の創
刊
　「金融庁ホームページに関するお知ら
せ」、「トピックス（主な新着情報)｣の
欄、「資料集｣、重要施策についてＰＲする
各種特設のコーナーをトップページに設置
　各種情報等受付窓口の設置
　「貸し渋り・貸し剥がしホットライン｣、
「法令遵守に関する情報受付窓口｣

　報道発表、記者会見
等の実施
　各種媒体に対する取
材対応
　政府広報の活用
　金融庁ホームページ
の拡充
　英文ホームページの
内容拡充

（評価の概要）
　金融行政にかかる広報については、記者会
見・記者ブリーフ等の頻繁な開催、政府広報
等各種媒体を活用した積極的な広報展開、ア
クセスＦＳＡの創刊を始めとするホームペー
ジの抜本的な拡充・改善等、その充実に努め
てきた。ホームページへのアクセス件数につ
いてみると、平成14事務年度は前事務年度に
比べて約12.8％増加しており、英文ホーム
ページについても、14事務年度は前事務年度
に比べて17.9％増加している。また、金融庁
ホームページにおいては、予め利用者のメー
ルアドレスを登録すると、毎月発行される
「アクセスＦＳＡ」や日々発表される各種報
道発表などの新着情報がホームページに掲載
される度に、電子メールで案内する「新着情
報メール配信サービス」を提供している。
　更に、金融庁ホームページには「ご意見
箱」を設置し、広く意見聴取・情報受け付け
を行っているところ。また、広報媒体とし
て、ホームページを積極的に活用することに
より、効率的・効果的な広報展開が図られる
ものと考えられる。
(今後の課題）
（１）今後とも、様々な機会・媒体を最大限
有効に活用して、内外に対し正確な情報発信
を行い、金融行政について適切な理解が得ら
れるよう努める必要がある。
（２）金融庁ホームページについては、今後
とも掲載情報の内容の拡充及び利用者利便の
更なる向上のための改修に努める必要があ
る。また、海外への広報活動の一層の充実を
図ることも重要な課題であり、英文ホーム
ページの掲載情報のより一層の充実に努める
必要がある。
（３）ホームページへのアクセス件数の更な
る増大を目指し、金融庁ホームページのアド
レスや「アクセスＦＳＡ」のアドレスなどの
積極的なＰＲに努めるとともに、「新着情報
メール配信サービス」への登録促進にも努め
る必要がある。
（４）平成16年度において、ホームページ改
修費等のため予算要求を行う必要がある。
（端的な結論）
政策の達成に向けて成果が上がっているが、
今後とも、様々な機会・媒体を最大限有効に
活用して、内外に対し正確な情報発信を行う

○

○

○
○

○



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

－ －

－ －

和文ホー
ムページ

196,557

221,639
（＋12.8％)

－ －

英文ホー
ムページ

7,238

8,530
（＋17.9％)

ＣＭ
(Ｐ)

－ － －

ＣＭ
(Ｐ)

－ － －

Ｐ － － － ○

○

　英文ホームペー
ジの充実状況

　和文ホームペー
ジへのアクセス件
数

　ホームページ関
連予算額とホーム
ぺージへのアクセ
ス件数を紙の配布
物に換算した場合
のコストとの比較

　ホームページ上
の「ご意見箱｣で
受け付けた意見・
情報の件数

　新着情報メール
配信サービス登録
件数

　英文ホームペー
ジへのアクセス件
数

（単位：件／月間平均)

区分

－

平成14事務年度

ＣＭ
(Ｐ)

－

　免許・登録などを受けている業者一覧の
掲載
　関係省庁、関係機関等の英文ホームペー
ジへのリンクの大幅追加
　ホームページ上のサイトマップの見直し
　より見やすく、使いやすくなるようトッ
プページのレイアウト、字体、色調などを
変更
　ホームページ上に散在して掲載されてい
た「Statement(談話)｣と「Presentation
（講演)｣を１つのコーナーに集約
　審議会関係の組織図を改訂し掲載
　従来の「Topics｣のコーナーの内容の大幅
拡充を図った「References｣のコーナーを新
たに開設
　「金融早わかりＱ&Ａ｣のコーナーの大幅
な改修
　英訳の件数
　　大臣会見　40件
　　副大臣会見　３件
　　長官会見　18件
　　プレスリリース　32件
　　大臣談話（除、プレスリリース計上分)
　　　　　　　１件
　　大臣講演　１件

平成13事務年度

　平成14年度中に3,094件

　平成14事務年度終了時点で１万件を超え
る。

Ｐ ○

○

○
○

○

○
○

○

○

　（平成14年度アクセス数約2,570,000
件)×〔（アクセス１件当たりの印刷最低単
位１ページ)×（用紙費１枚あたり0.5円)＋
（郵送費80円)〕＝206,885千円
　平成14年度ホームページ関連予算額
26,382千円

ことにより、金融行政に関する適切な理解の
一層の促進に努めることが必要

ＣＭ
(Ｐ)

－ （単位：件／月間平均)

区分

平成13事務年度

平成14事務年度
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政策
番号

政策
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目標
分類

指標
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目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ 　マニュア
ル及び
チェックリ
ストの作
成・改訂

平成14
事務年度

平成14
事務年度

○

○

○

（端的な結論）
　「金融持株会社に係る検査マニュアル｣の
整備・公表については、計画どおり所期の目
的が達成された。その他にも、金融再生プロ
グラムの策定や法令等の改定に関連して検査
マニュアル等を整備した。今後は、整備され
た検査マニュアル等を適切に活用すること
で、各金融機関や持株会社に関し、実態に即
した的確な検査を実施し、同マニュアルの趣
旨を浸透させる必要がある。また、今後と
も、検査マニュアル等は、金融環境の変化等
の時代の変化に適切に対応して整備を図って
いく必要がある。

〔測定指標〕
　「金融持株会社
に係る検査マニュ
アル｣、「システ
ム統合リスク管理
態勢の確認検査用
チェックリスト｣
及び「金融再生プ
ログラム関連等に
係る検査マニュア
ル｣の作成・改訂

　「金融持株会社に係る検査マニュアル｣に
ついて、平成15年７月29日付けで検査官あ
てに通知し、同日公表
　「システム統合リスク管理態勢の確認検
査用チェックリスト｣について、平成14年12
月26日付けで検査官あて通達として発出・
公表
　「金融再生プログラム関連等に係る検査
マニュアル｣について、平成15年２月25日付
けで検査官あて通達として発出・公表

4-3 　検査マ
ニュアルの
整備・公表

　公正で透明性の
高い検査のための
制度整備として、
「金融持株会社に
係る検査マニュア
ル｣の整備を行
う。

〔業績指標〕
　検査マニュアル
の整備状況

（評価の概要）
　検査マニュアルの整備・公表により、金融
環境、会計ルール、法令等の変遷と整合性を
保った公正で透明性の高い検査を実施するた
めの制度整備ができたものと認識している。
また、これらの検査マニュアルについては、
事前にパブリックコメントに付し、所要の改
善を行った上で公表しているが、今後、こう
して発表された同マニュアルの趣旨が浸透す
ることにより、各金融機関及び持株会社が自
己責任原則の下、それぞれの規模・特性等に
応じたリスク管理態勢を構築し、業務の健全
性と適切性の確保に努めていくことが期待さ
れる。
（今後の課題）
　策定・改訂を行ったマニュアルを適切に活
用することで、各金融機関・持株会社の実態
に即した的確な検査を実施し、同マニュアル
の趣旨を浸透させる必要がある。また、今後
とも、金融検査は、会計ルール、法令等に基
づき、金融環境の変化に柔軟に対応していく
必要がある。従って、検査マニュアルについ
ても、検査・監督機能の一層の向上を図って
いくため、金融環境の変化、会計ルール、法
令等の見直しといった時代の変化に適切に対
応して整備を図っていく必要があると考えて
いる。なお、平成14年に作成した「金融検査
マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」の定着
状況等をモニタリングし、その内容が中小企
業の実態により即したものとなるよう、現
在、見直し作業を実施中である。これらに適
切に対応するため、平成16年度の機構定員要
求を行う必要がある。

Ｐ 　マニュアル及びチェッ
クリストの作成・改訂
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政策
番号

政策
達成すべき目標
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目標
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指標
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Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － －

〔業績指標〕
○　報告計数にか
　かる分析等の実
　施状況
○　モニタリン
　グ・システムの
　整備状況

〔測定指標〕

　財務会計情報・
リスク情報に係る
データベース化の
状況

　モニタリングシ
ステムの整備状況

　財務会計情報について、銀行の決算状況に
係る報告のデータ入力の迅速化に向けたシス
テム整備を行ったほか、リスク情報について
も、銀行の「その他有価証券｣に関する報告を
データベース化し、市場の状況変化がもたら
す影響の分析に関する機能拡張を行った。

　1,231金融機関（平成14年事務年度)

　平成13事務年度の保険会社向けモニタリン
グ・システムに続き、証券会社向けモニタリ
ング・システムの運用を開始

　オフサイト・モ
ニタリングの対象
とした金融機関数

Ｐ4-4 　効率的で
有効性の高
い監督行政
の実施

　金融機関をとり
まく様々なリスク
が高まる中、金融
機関の経営の健全
性の状況を継続的
に把握することの
重要性が高まって
いるため、オフサ
イト・モニタリン
グの定着及び更な
る高度化に努める
とともに、分析に
必要なコンピュー
タ・システムの整
備・拡充を行う。

○

○

○

○

　オフサイト・モニタ
リングの実施
　モニタリング・シス
テムの整備
　オフサイト・モニタ
リングの体制整備
　検査・監督部門の連
携

（評価の概要）
　預金取扱金融機関について早期警戒制度が
整備され、行政上の予防的・総合的な措置を
講じ、早め早めの経営改善を促すための体制
が構築された。また、保険会社についてはオ
フサイト･モニタリングの分析手法の改善や
報告内容の拡充が図られている。さらに、証
券会社向けモニタリング・システムの運用開
始に伴い、証券会社の経営の健全性の確保に
向けた自主的な取組みを促すための働きかけ
を行う業務サイクルが確立された。このよう
に、オフサイト・モニタリングの体系的な充
実を進めていることは、監督行政の効率化や
有効性の向上に寄与しているものと考える。
（今後の課題）
　今後とも、オフサイト・モニタリングにつ
いて、より精密・迅速な分析を行なうととも
に、分析結果を踏まえて的確な措置を講ずる
等、その充実・強化が必要。また、コン
ピューター・システムについては、多様な分
析ニーズに対応できるよう、柔軟性・拡張性
のあるシステムを構築していく必要がある。
加えて、近年、持株会社形態による金融機関
グループが進展している等から、預金取扱金
融機関のみならず、保険会社、証券会社と
いった他業態向けシステムの再構築をできる
限り早急に行い、同一システムの下で、連結
ベース及び業態横断的な分析を効率的に行う
ことが必要。平成16年度において、オフサイ
ト･モニタリングに必要なシステム整備のた
め、予算要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、今後も、金融行政をとりまく環境変化に
即応しつつ、金融機関の健全性について迅速
かつ多角的に把握し、改善を促していくため
の取組みを継続していくことが必要と考え
る。



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
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指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ － － －

　研修の実施状況
（コース数、受講
者数の推移)

〔業績指標〕
　研修の実施状況

　36コース

　研修実施後に実
施したアンケート
調査の結果

〔測定指標〕

Ｐ5-1 　職員に対
する専門的
研修の実施

　金融庁の任務の
的確な遂行に資す
るため研修を充実
し、専門知識を有
する職員の育成を
図る観点から、必
要な研修コースを
設定し、適切な研
修を実施する。

（評価の概要）
　庁内各局からの意見聴取の結果等を踏ま
え、金融会社監督実務研修を新設するなど、
専門研修を中心とした研修計画を策定すると
ともに、職能レベルに応じた研修を実施し
た。また、当初計画36コースのうち実施でき
なった研修が一部あったものの、秘書業務研
修など必要に応じて追加で研修を実施した結
果、概ね当初計画どおり実施することがで
き、受講者数も増加した。このように、当庁
のニーズに応じた実践的な研修を計画し、ま
た研修の実施に当たっては柔軟な対応に努め
たところ。この結果、研修後に実施したアン
ケ－トなどから、職員の専門知識の育成に役
立っているものと考える。
（今後の課題）
　今後も金融業務の高度化等に的確に対応し
得るように研修手法を検討し、効果的かつ効
率的な研修実施体制の実現に向けた取組みを
進めていくことが重要であると考えている。
また、平成16年度から金融庁の新規業務とな
る、公認会計士や監査法人等に対する検査業
務について、当該検査に係る専門的知識の付
与を目的とした研修の導入が必要となること
から、平成16年度において予算要求を行う必
要がある。なお、平成15事務年度から、業務
の繁忙から集合研修に参加できない職員など
を対象に、新しい研修手法として通信研修の
導入を予定しているが、より拡充を図る必要
があることから、平成15年度に引き続き、平
成16年度においても所要の予算要求を行う必
要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっており、
今後も金融環境の変化に的確に対応すべく、
引き続き効果的かつ効率的な研修の実施に努
める必要がある。

　概ね９割の研修生が受講後の感想として
「全般的に見てよかった。」、「各科目別に
見ても概ね理解できた。｣としており、同様に
「今後の業務を遂行するうえで効果がある。｣
と回答

○
○

平成14
事務年度

平成14
事務年度

Ｐ

　研修の実施
　アンケートの実施

（単位：コース、人)

区 分 
平成12○

事務年度 

平成13○

事務年度

平成14○

事務年度

一般研修 3 4 5 

基礎研修 4 4 4 

専門研修 16 28 25 
コース数

合計 23 36 34 

受講者数 843 1,163 1,582

 



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

5-2 　行政実務
に則した専
門性の高い
調査研究の
実施

Ｐ

Ｐ － － － ○

○

○

Ｐ － － － ○

○

○

○

○

○

○

○

　「ドイツにおける預金保護・危機対応の
制度－市場経済に立脚した金融システムの
維持－｣平成15年５月公表
　「大規模データベースを用いた信用リス
ク計測の問題点と対策（変数選択とデータ
量の関係)」平成15年２月公表
　「米国における信託会社規制－イリノイ
州を中心に－｣、「信託業法のあり方－イギ
リス法を手がかりに－｣平成14年11月公表
　「金融研究研修センター・ワークショッ
プ」平成14事務年度４回開催
　「金融コングロマリット研究会｣平成14事
務年度11回開催
　「電子金融研究会｣平成14事務年度11回開
催
　「企業再建に関する法と経済学｣平成15年
４月開始
　「証券法務執行に関するフリー・ディス
カッション｣平成14事務年度５回開催

　研究体制の整備
状況

〔測定指標〕

〔業績指標〕
○　研究体制の整
　備状況
○　研究の実施状
　況
○　研究結果の関
　係部局への
　フィードバック
　の状況

○
○

○

○

　平成13年７月、金融研究研修センターを
発足
　研修スタッフを、今事務年度中に５名増
加して14名の体制を整備
　文献・データベース、高速パソコン等の
物的インフラの整備・充実

　金融の急激な高
度化、複雑化に対
応するため、金融
に関する諸問題に
ついて調査研究を
行う体制の整備を
図り、理論的、学
術的観点から行政
実務に則した専門
性の高い調査研究
を実施するととも
に、その成果を関
係部局にフィード
バックする。

　研究の実施状況
（論文の公表本
数、ワークショッ
プの開催回数）

（評価の概要）
① 研究の実施状況（対外発信を含む。）
　研究成果として、合計４本の研究論文を取
りまとめ、金融庁ホームページに全文公開す
るとともに、印刷物を研究機関、主要大学図
書館等約400箇所に配布した。これにより、
学術的貢献とともに行政上も意義のある有益
な研究成果を、対外的に幅広く周知し議論を
喚起することができたと考える。
② 研究成果の関係部局へのフィードバック
の状況
ア．ワークショップ・研究会の開催
　研究論文の公表に併せ、『金融研究研修セ
ンター・ワークショップ』を、計４回開催
し、庁内職員に対し、研究内容を分かりやす
く説明しながら議論を行ったことから、研究
成果に対する庁内職員の理解が促進されたと
考える。また、研究官の研究活動の一環とし
て開催した「電子金融研究会」、「金融コン
グロマリット研究会」は、合計22回に上り、
これについても、学会・実務界の最新情報に
接し議論に庁内職員が参加できる身近な機会
として有益であったと考える。
イ．金融審議会等各種会合への参加
　各種ワーキング・グループにおいて、研究
官や特別研究員が、庁内担当部局と連携を保
ちながら作業に参加しており、法制度や規制
の見直しを行うに当たって有益な知見を提供
できたと考える。
ウ．国際会議への参加
　バーゼル銀行監督委員会やＡＰＥＣでは、
研究官や特別研究員が、研究プロジェクトに
参加しており、国際会議における当庁の存在
感を高めることに貢献したと考える。また、
このような研究成果は庁内に還元されてい
る。

　研究体制の整備
　各種研究会・勉強会
の開催・研究の実施
　金融審議会の作業部
会や各種国際会議等へ
の参画
　情報の対外発信



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ － － － ○

○

○
○

　研究結果の関係
部局へのフィード
バックの状況

　金融審議会金融分科会第ニ部会信託に関
するワーキンググループ等、金融審議会各
種会合への参画
　バーゼル銀行監督委員会リサーチタスク
フォース等、国際会議への参画
　各種勉強会の開催
　金融庁ホームページにおいて、取りまと
めた４つの研究論文を全文公開する等、対
外発信を行った。

エ．各種勉強会の開催
　統計解析の勉強会では、庁内職員に対し、
身近な場所で専門知識を習得できる格好の機
会を提供できたと考える。また、昼休み勉強
会についても、外部講師から最先端の理論や
実務経験を踏まえた講話等を通じて、視野を
広げ幅広い分野の知識を得られる貴重な機会
となっていると考える。
　以上から、研究成果の関係部局へのフィー
ドバックの面では、成果が上がったと考え
る。ワークショップ・研究会や各種勉強会で
は、職員の専門性・先見性向上の機会が提供
され、また関係部局との相互交流も促進され
たと考える。
（今後の課題）
　研究の質を高め、その成果を庁内に還元
し、職員の専門性・先見性向上を図っていく
ためには、研究成果の対外公表や関係部局と
の相互交流は引き続き重要であり、より一層
充実していくことが必要と考える。なお、中
長期の視点から取り組んでいる研究官の研究
については、最終的な研究成果の取りまとめ
を平成15年度中に行う予定としており、こう
した活動を通じて、庁内へのフィードバック
及び対外発信をより充実させていきたいと考
えている。また、金融庁が直面する行政課題
は、銀行・保険・証券・会計など広範にわ
たっていることから、より多面的・総合的な
研究体制とすべく、平成16年度において、研
究スタッフ充実のための関連予算を要求する
必要があると考えている。さらに、今般、新
たに外部から学識経験者（大学教授）をセン
ター長として招聘したことから、その専門的
知見に基づく指導を受けることにより、研究
活動の更なる向上、情報発信の拡充、国内外
の学界との交流の進展を図っていく必要があ
る。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、職員の専門性・先見性向上を図っていく
ため、研究成果の対外公表や関係部局との相
互交流のより一層充実に努めて行くことが必
要考える。又、センター長など学識経験者の
知見も参考にしながら、研究活動の更なる向
上、情報発信の拡充、国内外の学会との交流
の進展を図っていく必要がある。



基準年次 達成年次
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番号
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〔測定指標〕

　オンライン化実
施済み手続数

　国民サービスの
向上と行政運営の
質的向上を図るた
めｅ－Ｊａｐａｎ
重点計画等に沿っ
て、行政情報化を
推進する。

Ｐ 〔業績指標〕
　行政手続等の電
子化の状況

Ｐ 1,398件 平成15年
度

5-3 　電子政府
実現に向け
た行政情報
化の推進

　認証システムの整備
　申請・届出等手続の
受付・結果通知等に係
るシステムの整備
　総合的文書管理シス
テムの整備
  情報セキュリティの
確保
　ホームページ上で申
請書様式を提供
　申請・届出等手続の
検索機能の充実
　オンライン申請を
行った手続に係る状況
紹介機能の設置

○
○

○

○

○

○

○

（評価の概要）
　個別手続のオンライン化実施の状況
「金融庁所管行政手続等の電子化推進に関す
るアクションプラン」では、金融庁に対して
行われる原則全ての申請・届出等手続につい
て、平成15年度までに、オンライン化を実施
することとしている。金融庁では、平成15年
６月までに、金融庁に対して行われる申請・
届出等手続のうち、約半数となる700手続に
ついて、その運用を開始した。申請・届出等
手続のオンライン化の実施は、申請者等の利
便性の向上に寄与するものであり、今後、オ
ンライン申請が定着することによりその効果
がさらに高まることが期待される。
（今後の課題）
　今後は、金融庁電子政府構築計画等に則
し、電子政府の実現に向け、これまで以上の
取組みの充実・改善や新たな施策の検討等を
行っていく必要がある。特に、国民や企業と
行政との間のすべての申請・届出等手続のオ
ンライン化は、電子政府構築の一環として、
平成15年度までに実施する必要があり、金融
庁においても、引き続き、申請・届出等手続
のオンライン化に取組む必要がある。また、
法令改正等により新たな申請・届出等手続が
生じた場合は、平成15年度以降においてもそ
のオンライン化を実施していく必要がある。
さらに、申請者等の利便性の向上のため、オ
ンライン申請受付の365日24時間化等所要の
対応を図る必要がある。なお、平成16年度に
おいて、法令改正による新規申請・届出等手
続のオンライン化への対応、オンライン申請
受付の65日24時間化等、申請者等の利便性の
向上のため、予算要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、電子政府構築計画等に基づいて、国民の
利便性・サービスの向上等の観点から、これ
まで以上の取組みの充実・改善や新たな施策
の検討等を行っていく必要がある。

平成13年
度

（単位：件)

区分 13 年度 14 年度 
15 年度

６月○
合計

オンライン化実

施済み手続数○
4 652 44 700 

（金融庁に対して行われる申請・届出等手続

1,398 件（平成 15年６月末時点）） 
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目標
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　国民及び各業界に対
する法律の広報
　各業界、法執行当局
との意見交換
　外国の機関との連携
や国際会議における連
携・協力

Ｐ － － －

ＣＭ
(Ｐ)

－ － －

Ｐ － － －

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○

○

○

平成10 平成11 平成12
13 1,059 7,242

平成14

18,768

　金融機関等から
の疑わしい取引の
届出件数

〔測定指標〕

　外国の機関との
連携や国際会議に
おける連携・協力
の実施状況

　法執行当局との
意見交換会の開催
状況

　各業界との意見
交換会の開催状況

　金融庁ホーム
ページの本人確認
法コーナーへのア
クセス件数

　各業界に対する
「金融機関等によ
る顧客等の本人確
認等に関する法
律｣広報活動の実
施状況

Ｐ －

　法執行当局との意見交換会を開催して意見
交換を行ったほか、随時、法執行当局と意見
交換を実施

9

〔業績指標〕
○　広報活動の実
　施状況
○　各業界との意
　見交換会の開催
　状況
○　法執行当局と
　の意見交換会の
　開催状況
○　外国の機関と
　の連携や国際会
　議における連
　携・協力

　平成14年11月から平成15年４月にかけて、
全国各地において、金融機関等を対象に「疑
わしい取引の研修会｣を実施

6-1 　マネー・
ローンダリ
ング及びテ
ロ資金対策
の強化

　金融庁提供の情
報を端緒にして、
法執行当局におい
て刑事事件の捜査
又は犯則事件の調
査が開始されるこ
とを目標に、①平
成15年１月の施行
に向け、「金融機
関等による顧客等
の本人確認等に関
する法律」の目的
と内容についての
理解が得られるよ
う国民への広報活
動を行う。②金融
機関から、より質
の高い届出情報が
届け出られるよう
に金融機関に働き
かけてゆく。③法
執行当局による提
供情報の活用促進
を図るため、法執
行当局との連携を
強化する。また、
国際的なマネー・
ローンダリング及
びテロ資金の監視
体制を強化するこ
とを目標に国際的
な連携を強化す
る。

Ｐ ○

○

○

12,372

（単位：件)

平成13

(評価の概要）
　疑わしい取引の発見及び本人確認の徹底に
ついての金融機関等の意識向上に努めたこと
もあり、金融機関等からの疑わしい取引の届
出件数も増加し、情報の質も一定の向上が見
られるところ。また、「金融機関等による顧
客等の本人確認等に関する法律」（平成14年
法律第３２号）に関するパンフレットの作成
や金融庁ホームページへの掲載は、金融機関
等への周知徹底のみならず、国民全般への周
知にも一定の役割を果たしたものと考えられ
る。また、捜査機関等の法執行当局と有意義
な意見交換を行った。さらに、外国の機関と
連携して国際的なマネー・ローンダリング及
びテロ資金の監視体制の強化に貢献した。
　上記を踏まえると、マネー・ローンダリン
グ及びテロ資金対策の強化に貢献しているも
のと考える。
（今後の課題）
（1)「金融機関等による顧客等の本人確認等
に関する法律」については、金融機関等によ
る運用状況を注視していく必要がある。ま
た、実際の運用の中で金融機関等から寄せら
れる疑問や問題点の解決等にも適切に対応し
ていく必要がある。
（2)疑わしい取引の届出制度について、金融
機関等のより深い理解・協力が得られるよう
に、今後も対象となる金融機関等の範囲を拡
大して、意見交換会及び研修会等を積極的に
実施していく必要がある。
（3)大量の届出の中から、操作に役立つ情報
を選んで、迅速かつ的確に捜査機関等に提供
して、有効に犯罪捜査等に結びつけるために
は、金融庁の疑わしい取引に関する情報の整
理・分析能力を強化する必要があるととも
に、捜査機関等が情報をどのように利用して
いるのかを知る必要があるので、捜査機関等
の法執行当局との意見交換を行う必要があ
る。金融庁の整理・分析能力の強化のために
は、16年度予算において、届出情報をデータ
ベース化し分析するために活用している現行
システムの維持、運用及び処理能力を高める
ための開発経費が必要であり、分析業務を担
当する職員の増員も必要である。
（4)マネー･ローンダリング及びテロ資金対
策には国際的な協力体制を推進することが不

平成９

　ＦＡＴＦ（金融活動作業部会)における40
の勧告の実施状況の監視や40の勧告の改定
作業等に積極的に関与
　ＡＰＧ(アジア・太平洋マネー・ローンダ
リング対策グループ)におけるアジア・太平
洋地域のマネー・ローンダリング対策及び
テロ資金対策の強化の議論に参加
　平成15年６月に、ベルギーＦＩＵとの間
で、情報交換取極を締結

15年６月末現在の累積アクセス件数
83,944件

　各種法律・業界雑誌への寄稿、パンフレッ
トの作成、政府広報を利用してのポスター作
成・テレビ報道・新聞突き出し広報などを行
うとともに、金融庁のホームページに専用の
コーナーを設け、広報活動に努めた。

－ －
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Ｐ － － －

Ｐ

ＣＩ － － － ○

○

　12,417件（平成14年中）　捜査機関等への
情報提供件数

〔測定指標〕

　各国際機関等に
おける各種ルール
策定への貢献状況

可欠であるため、今後もＦＡＴＦ等の国際会
議に積極的に参加するとともに、より多くの
外国ＦＩＵとの間で情報交換の枠組みを合意
して、情報交換を進める必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向け成果が上がっており、今
後も金融機関等からより質の高い情報をより
多く得て、迅速かつ的確に捜査機関等に提供
して有効に犯罪捜査等に結びつけるととも
に、国際的な協力体制を推進するため、引き
続きこれまでの取組みを進めていく必要があ
る。

6-2 　国際的な
金融監督基
準及び金融
サービス貿
易のルール
策定への積
極的な貢献

〔業績指標〕
　各国際機関等に
おける各種ルール
策定への参画状況

　自己資本比率に
関するバーゼル合
意(いわゆるＢＩ
Ｓ規制)の見直し
の最終案の策定な
ど、国際的な
フォーラム等にお
ける金融監督基準
の策定及び金融
サービスの自由
化・円滑化に関す
る国際ルール策定
に積極的に貢献す
る。

　国際的なフォーラム
等における提案や、起
案への参画、プロジェ
クト・チームの議長を
務めるなど

　バーゼル銀行監督委員会
　　委員会に設置されている全ての小委員
会に専門家等を出席させ、ＢＩＳ規制の見
直し作業をはじめ、様々なルール策定や指
針の確立等の作業に積極的に参画。
　証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ)
　ＩＯＳＣＯでの基準策定の作業等につい
ての実質的な意思決定機関である専門委員
会を始め、理事会及びアジア・太平洋地域
委員会のメンバーとして、また、専門委員
会の下に置かれている議長委員会や５つの
常設委員会等のメンバーとして、国際的な
証券規制の原則策定等に積極的に参画。ま
た、証券アナリストに関するプロジェク
ト・チームの議長に就任

○（評価の概要）
①バーゼル銀行監督委員会
　我が国は、様々なルール策定や指針の確立
等の作業に積極的に貢献した。ＢＩＳ規制の
見直し作業においても、銀行の信用リスク計
測方法のあり方等について、個人向け・中小
企業向けの融資の特性を考慮した取り扱いを
盛り込むことを提案する等、重要な貢献を
行った。
②証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）
　我が国は、国際的な証券規制の原則策定等
に積極的に貢献した。また、監査・開示の問
題に関する議論においても、我が国の監査人
監督制度を反映した原則としたほか、我が国
の継続開示制度が、継続開示制度のアプロー
チの一類型として取り上げられる等、重要な
貢献を行った。
③保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）
　我が国は、各種の原則の策定等に積極的な
貢献を行った。特に、コア・プリンシプル改
訂の議論において、我が国における保険監



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

○

○

○

（４）ジョイント・フォーラム
　今後も引き続き、各国監督当局の業態横断的
な情報交換や連携強化に引き続き積極的に貢
献する必要がある。
（５）世界貿易機関（ＷＴＯ）
　今後も引き続きサービス分野の自由化交渉に
より一層積極的に参加していく必要がある。
以上を踏まえ、平成16年度においても、国際会
議等のための予算要求を行う必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果は上がっており、引き
続き各フォーラム等での議論に積極的に参画し
て、国際的な金融システム安定のためのルール
策定に取り組む必要がある。

督・規制を踏まえ、また、我が国に関するＦ
ＳＡＰの評価作業の実施経験を反映させ、新
たなコア・プリンシプルが各国の実情に即し
つつ、その保険監督・規制の向上に資するも
のとなるよう精力的に起案に参画する等、重
要な貢献を行った。
④ ジョイント・フォーラム
　各種の報告等の作成に積極的な貢献を行っ
た。
⑤ 世界貿易機関（ＷＴＯ）
　リクエスト・オファー交渉やサービス委員
会等での多国間協議を通じ、加盟国に対して
市場参入障壁や内外差別的な国内規制の撤
廃・緩和を求める等、金融サービス分野の自
由化交渉の進展に積極的な貢献を行った。
（今後の課題）
（１）バーゼル銀行監督委員会
　引き続き国際的な銀行監督ルール策定や銀
行の健全なリスク管理指針の確立等に積極的
に貢献していくことを目指す。現在バーゼル
委員会での議論の中心となっているＢＩＳ規
制の見直し作業については、我が国は、銀行
のリスク管理能力向上へのインセンティブの
付与や、銀行実務との整合性等の観点から、
引き続き積極的に提案を行っていく必要があ
る。
（２）証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）
　今後も引き続き、理事会、専門委員会等の
主要メンバーとして、国際的な証券規制の原
則策定等により一層積極的に貢献する必要が
ある。
（３）保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）
　引き続き執行委員会や専門委員会等の主要
メンバーとして、国際的な保険監督の原則の
策定等により一層積極的に貢献する必要があ
る。

　保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ)
　執行委員会、専門委員会の他複数の小委
員会の議論に積極的に参加し、各種の原則
の策定等に積極的に貢献
　ジョイントフォーラム
　各会合において、業態横断的なリスクの
統合管理、経営リスク移転の調査や、情報
開示の状況に関する調査等に積極的に参画
　世界貿易機関（ＷＴＯ)
　ＷＴＯサービス分野の自由化交渉に積極
的に参画



基準年次 達成年次

政策
番号

政策
達成すべき目標
(「目標」)

目標
分類

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等測定指標

Ｐ － － － ○

○

Ｐ － － －

Ｐ － － － ○

○

ＣＭ － － －

〔測定指標〕

　研修終了後の参
加者に対するアン
ケート調査の結果

　金融情報システ
ムの個別問題につ
いての実態調査・
派遣研修の実施状
況

　今後の知的協力
のための実態把握
調査の状況

　新興市場国の金
融行政担当者を対
象とした研修の実
施状況

6-3 　新興市場
国の金融当
局に対する
技術支援及
び我が国と
の連携強化

　アジア、太平洋
州諸国を中心とす
る新興市場国を対
象に規制・監督当
局への技術支援や
国際機関の実施す
る技術協力に積極
的に取り組み、併
せて、新興市場国
の規制・監督当局
との連携強化を図
る。こうした取組
みを通じて、我が
国の金融システム
の一層の安定化を
図る。

Ｃ 〔業績指標〕
○　新興市場国の
　金融行政担当者
　を対象とした研
　修の実施状況
○　今後の知的協
　力のための実態
　把握調査の状況
○　金融情報シス
　テムの個別問題
　についての実態
　調査・派遣研修
　の実施状況

　アジア新興市場国の
金融行政担当者を対象
として研修を実施
　新興市場国における
金融システムの現状と
問題点や課題を把握す
るために調査を実施
　金融情報システムの
個別問題についての実
態調査・派遣研修を実
施
　アンケート調査

　タイ保険監督制度に関する調査（平成14年
12月～15年２月実施)

○

○

○

○

　金融情報システムの個別問題についての
実態調査（中国、ラオス　平成14年６～９
月実施)
　金融情報システムの個別問題についての
派遣研修の実施状況（ミャンマー　平成14
年12月実施)

（評価の概要）
　研修事業は、過去に行った各種調査結果に
基づいて企画立案、実施したものであり、新
興市場国のニーズに応えるものになっている
と考えられる。研修終了後の参加者に対する
アンケート調査（３研修を対象に実施）によ
れば、高い評価を受けることができた。この
ように14事務年度に行った施策は、新興市場
国の金融当局に対する技術支援、更には我が
国との連携強化に寄与しているものと考え
る。
（今後の課題）
　新興市場国の金融システムの安定は、我が
国を含めた国際金融システムの安定にとっ
て、ますますその重要性を増すものと考えら
れ、アジア、太平洋州の新興市場国の金融規
制・監督当局への技術支援に引き続き積極的
に取組む必要がある。また、アジア、太平洋
州の新興市場国の金融市場の更なる発展が予
想されるが、これらの国の金融当局がそれぞ
れの市場の発展段階に即した規制・監督を
行っていくことを支援するため、研修や調査
の内容を適切に見直していくことが重要。こ
のような観点から、引き続き当庁が実施する
研修事業の参加者に対してアンケートや、新
興市場国の金融システムの現状や課題を把握
するための各種調査を実施するなどの取組み
を行う必要がある。
　以上を踏まえ、平成16年度においても、技
術支援のための予算要求を行う必要がある
が、我が国の厳しい経済・財政事情の中、今
後の取組みにおいては、より一層効率的な技
術支援を行うよう努める必要がある。
（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がっている
が、アジア、太平洋州の新興市場国の金融市
場が更に発展して行くことが予想される中、
このような状況の変化に応じて、事業内容を
適切に見直し、より効率的な技術支援を実施
する必要がある。

　東京証券法務執行セミナー（証券行政研
修)（平成14年11月実施)
　中国保険法セミナー（平成15年２月実施)

　研修（東京証券法務執行セミナー、中国保
険法セミナー及び金融情報システムの個別問
題についての派遣研修）の参加者を対象にア
ンケート調査を実施したところ、参加者の８
～９割が研修内容及び水準は適当であると回
答



【別添２】 

 

 

表１         実績評価方式を用いた評価の対象とする政策 

府 省 対象とする政策の範囲 対象とする政策の単位 政策数 

金融庁 
金融庁の主要な政策につ

いて実績評価を実施 
 主要な政策について、各分野ごとに評価 

27 政策 

（注） 金融庁の基本計画及び実施計画を基に当省が作成した。 

 

 

 

 

表２       「達成すべき目標」及び「測定指標」の設定状況 

府 省 「達成すべき目標」の設定状況 「測定指標」の設定状況 

金融庁 

 

 

 

○ 「政策の目標」（27） 

 

 

 

 ○ 評価対象とした政策（27 政策）ごとに、政策

の達成度合いを測定する事項を「業績指標」（27）

として設定し、政策の目標に対する実績を測定

するための具体的な指標（118）を測定指標とし

て設定 

（注）１ 金融庁の「平成 14 年度実績評価書」を基に当省が作成した。 

２ 〔 〕内は、「平成 13 年度実績評価書」における数値である。 

 

 

 

 

 

表３      達成すべき目標のアウトカム、アウトプット別の内訳     （単位：件） 
左の内訳 

府 省 政策数 「達成すべき目標」がアウトカムに
着目して設定されているもの 

「達成すべき目標」についてアウト
プットに係る目標が設定されている
もの 

金融庁 
27 
〔26〕 

12 
〔10〕 

15 
〔16〕 

（注）１ 金融庁の「平成 14 年度実績評価書」を基に当省が作成した。 
２ 「達成すべき目標」が複数ある場合には、少なくとも一つの目標がアウトカムに着目して設定されている
場合は、『「達成すべき目標」がアウトカムに着目して設定されているもの』欄へ計上している。 
３ 〔 〕内は、「平成 13 年度実績評価書」における数値である。 

目標数２７〔２６〕 指標数 １１８〔１１２〕 



表４     目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている政策        (単位:件) 

目標に関し達成しようとする水準 
が数値化等されている政策数 府 省 

評価対象 

政策数○ 
 アウトカム アウトプット

 目標に関し達成しようとする

水準が数値化等されていない政

策数 

金融庁 
27 
〔26〕 

15 
〔11〕 

２ 
〔1〕 

13 
〔10〕 

12 
〔15〕 

（注）１ 金融庁の「平成 14 年度実績評価書」を基に当省が作成した。 
２ 「目標に関し達成しようとする水準が数値化等されている政策数」欄は、目標に関し達成すべき水準が数
値化されている政策及び定性的であっても目標に関し達成しようとする水準が具体的に特定されている政策
を計上した。 
３ 評価対象政策に複数の指標が設定されている場合には、少なくとも一つの指標について達成しようとする
水準が数値化等されていれば、達成しようとする水準が数値化等されている政策として計上した。その上で、
数値化等されている指標のうちアウトカム指標を有する政策は「アウトカム」欄へ、それ以外の政策は「アウ
トプット」欄へそれぞれ計上した。 
４ 〔 〕内は、「平成 13 年度実績評価書」における数値である。 
 

 

表５    目標に関し達成しようとする水準が数値化等されていない政策に 

設定されている指標の分類                                         (単位:件) 

    当該政策に設定されている指標数  
府  省 

目標に関し達成しよう

とする水準が数値化等さ

れていない政策数 
 アウトカムで 

定量的に設定 

アウトカムで

定性的に設定 

アウトプット

で設定 

金融庁 
12 
〔15〕 

52 
〔55〕 

 15 
 〔14〕 

 ３ 
 〔0〕 

  34 
  〔41〕 

（注）１ 金融庁の「平成 14 年度実績評価書」を基に当省が作成した。 
２ 「目標に関し達成しようとする水準が数値化等されていない政策数」欄は、目標に関し達成すべき水準が
数値化等されておらず、目標に関し達成しようとする水準が具体的に特定されていないものを計上した。 
３ アウトカム指標とアウトプット指標の区分については、①当省において一定の考え方で分類整理したもの
を金融庁に示し、②それに対し、金融庁において分類整理について別の考え方がある場合にはその考え方の
提示を受けるとともに、金融庁による分類整理の結果を計上した。 
  詳細は、「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方」参照 
４ 詳細は、政策評価審査表（実績評価関係）を参照 
５ 〔 〕内は、「平成 13 年度実績評価書」における数値である。 

 

 

表６              目  標  期  間  の  設  定  状  況         （単位：件） 
測定指標に目標期間が設定されている政策数 

府 省 評価対象政策数 
基準年次及
び達成年次
が記載され
ているもの

基準年次の
みが記載さ
れているも
の 

達成年次の
みが記載さ
れているも
の 

小 計 

測定指標に目標期
間が設定されてい
ない政策数○○○

金融庁 
27 

〔26〕 
15 
〔10〕 

0 
〔0〕 

0 
〔0〕 

15 
〔10〕 

12 
〔16〕 

（注）１ 金融庁の「平成 14 年度実績評価書」を基に当省が作成した。 
２ 「基準年次及び達成年次が記載されているもの」については、一つの政策に複数の測定指標が設定されて
いる場合、少なくとも一つの測定指標に基準年次及び達成年次が設定されている政策数を計上した。 
３ 〔 〕内は、「平成 13 年度実績評価書」における数値である。 



  
表７         学識経験を有する者の知見の活用状況 

府 省 知見の活用状況等 
議事録等の

ＨＰ掲載 

 
金融庁 

 

評価の取りまとめに際して、「政策評価に関する有識者会議」から意見を聴
取 

 
〇 

（注） 金融庁の「平成 14年度実績評価書」を基に当省が作成した。 

 有識者会議の意見のうち、各政策共通の意見については評価書の総論
中に概要を記載し、個別の政策についての今後の政策評価に向けての意見
は評価書中の「学識経験を有する者の知見の活用」欄に概要を記載 


